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エネルギー供給ＷＧの検討にあたって（座長：大塚 直） 

2050 年のエネルギー供給において、再生可能エネルギーが重要な役割を占めるべきなのは間違いな

い。しかし、それに対するわが国における取組は遅れていると言わざるを得ない。確かにわが国は、

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー先端技術の保有国である。しかし、技術開発の推進に

よるコスト低減が実現することだけが、再生可能エネルギー普及の条件ではない。 

再生可能エネルギーの普及には、資金、情報、技術、制度の面での多くの課題がある。しかし、現

在のわが国のエネルギーシステムは、依然として化石燃料の利用を前提としている。現在の延長のま

までは、再生可能エネルギーが主役の一つとなる社会は訪れ得ない。 

必要なのは、段階的な社会システムの変革と、それに向けた思い切った転換である。京都議定書が

議決された 1997 年からわが国のエネルギー供給構造が変わったか。中期目標年次が 2020 年だと言わ

れ始めてから何年が経ったか。時間を空費している間に欧米や中国などで再生可能エネルギー産業が

発展してしまい、わが国が保有していた技術的優位すら失われてしまうおそれが大きい。将来世代に

後ろ指をさされることのない決断をする時期に来ている。 

再生可能エネルギーの導入は、エネルギー供給の低炭素化のみでなく、わが国の経済社会にも影響

を与え得る。 

わが国の食料自給率は 40％しかないと問題になっているが、エネルギー自給率はわずか４％に止ま

り、その他の 96％を輸入に頼っている。金額にして、GDP 約 500 兆円のうち 20 兆円程度が化石燃料

の輸入に使われている。今後も発展途上国の需要増加等に伴う長期的な価格上昇は避けられない。化

石燃料の価格の上昇分はそのまま、エネルギー資源国への国富の流出に繋がる。それだけの金額を支

払い続けられるだけの経済成長を目指すという方向性もあるが、しかし現在その手立ては覚束ない。 

一方で、地方には産業が衰退して疲弊したところが尐なくない。これまで一極集中・大規模化によ

る効率性を追い求めた先にあったのが、現在の状況なのである。再生可能エネルギーの利用は一見非

効率であるかもしれないが、これにより全国津々浦々で雇用が生じる。 

海外に流出している金額の一部を再生可能エネルギー産業の育成に振り向け、地方で雇用を創出す

ることは、総量としての経済規模を確保する必要性と同程度に、質の高い継続的な雇用とエネルギー

セキュリティという観点から国として極めて重要なことである。 

エコだと叫べば国民が再生可能エネルギーを導入するというような、楽観的な展望は抱いていない。

むしろ事業環境を整えることによって、事業者・自治体の積極的・自主的なビジネスとしての関与を

期待している。その仕組みとしてロードマップでは、再生可能電力を一定期間買い取ることにより事

業の採算性を改善する固定価格買取制度の導入や、政府等による資金調達環境を改善するための信用

補完、導入検討者に対してワンストップで情報提供を行う窓口の整備などを提案している。 

ロードマップにおける 2020 年の目標は、一次エネルギー供給の 10％を再生可能エネルギーで供給

することである。無為無策で容易には達成できるような目標ではないが、まずこの目標達成に向けて、

今から社会システムを変革していくことが、2050 年の低炭素社会の形成に向けてぜひとも必要である。

何％、何万 kL という細かい数字に拘ることなく、我が国が向かうべき大きな方向性について国民的な

議論を御願いしたい。 

エネルギー供給 WG  座長 

早稲田大学大学院法務研究科 

教授 大塚 直 
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地域における再生可能エネルギービジネス検討作業部会 委員名簿 

 

平成２２年１２月２１日時点 

（敬称略・五十音順） 

 阿部 賢一 湯沢市副市長 

◎ 田原 正人 (株)日本政策投資銀行事業開発部 課長 
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 吉岡 剛 NPO 法人環境エネルギー政策研究所 

◎ 座長 

 

➢事務局 株式会社三菱総合研究所 

 

 

作業部会の開催スケジュール 

 開催日時 開催場所 

第 1 回 平成 22 年 7 月 6 日 大手町 JA ビル ３０３会議室 

第 2 回 平成 22 年 8 月 2 日 三菱総合研究所 セミナー室 

第 3 回 平成 22 年 9 月 13 日 三菱総合研究所 大会議室 

第 4 回 平成 22 年 10 月 26 日 三菱総合研究所 大会議室ＡＢ 
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エネルギー供給ＷＧ 

概要 

昨年度のエネルギー供給 WG では、エネルギー供給の低炭素化に向けて、①再生可能エネルギーの

普及基盤を確立するための支援、②再生可能エネルギーの普及段階に応じた社会システムの変革、③

次世代のエネルギー供給インフラ整備の推進、④化石エネルギー利用の低炭素化の実現、安全の確保

を大前提とした原子力発電の利用拡大、という４つの柱立てによる行程表を策定した。 

今年度は、化石燃料及び原子力の利用技術とインフラ整備状況に着目しつつ、再生可能エネルギー

は普及の現状とそれを支える普及方策に遅れが見られることから、再生可能エネルギーの普及方策を

優先的に検討する必要があることを整理した上で、昨年度のロードマップ策定後のエネルギー供給を

巡る動向を踏まえ、以下の４点に絞って掘り下げた検討を行った。 

・固定価格買取制度の具体的な設計 

・買取制度設計案等を踏まえた再生可能エネルギーの導入見込量の精査 

・買取制度を補完する施策としての地域における再生可能エネルギービジネス普及拡大方策の検討 

・再生可能エネルギーの導入拡大を支える電力系統整備 

再生可能電力についての固定価格買取制度は、2020 年の中期目標の達成、一次エネルギー供給に占

める再生可能エネルギーの比率 10％以上の達成に資するよう、賦存量や導入ポテンシャルを踏まえた

上で設定した導入目標を満たすよう 20年間での IRR8％を確保する価格で買い取ることが重要とした。

また、導入拡大を想定した場合には、発電した電力を有効に活用する観点から、住宅太陽光について

も全量を買取対象とすることが望ましいとしている。 

再生可能エネルギーの導入見込量は、固定価格買取制度の導入時期並びに太陽熱利用及びバイオ燃

料に関する他機関等の検討状況を踏まえ、精査を行った。精査後であっても、2020 年には全てのケー

スで、地球温暖化対策基本法案で定められている「再生可能エネルギーの供給量について、2020 年ま

でに一次エネルギー供給量に占める割合を 10％に達するようにする。」という目標を実現できること

を確認した。 

地域における再生可能エネルギービジネス普及拡大方策については、人的資源、技術（もの）・資

源、資金、情報という４つの切り口で、重要課題を整理し、国として実施すべき支援策を骨太な施策

方針をとりまとめた。例えば、「人的資源」では人材育成プログラムの創設など、「技術（もの）・

資源」では稼働率保証する仕組みなど、「資金」では低炭素機器リースに対するインセンティブ付与

など、「情報」では開発・事業化可能地域等のデータベース化やワンストップ窓口の整備による情報

提供などが必要とした。 

電力系統整備は、想定した導入見込量の推移を踏まえ、次世代送配電ネットワークの整備について、

４つの時間断面を設けて必要な対策を整理した。アクセス用送配電線の計画的整備やスマートメータ

をはじめとする需要側のエネルギー・マネジメント関連インフラの構築は現時点から取り組むべきと

した。2020 年頃には需要側のエネルギー・マネジメントが運用段階にあり、2020 年代半ばには系統と

需要側との協調システムの運用が始まり、2030 年頃には蓄電システム活用による系統と需要側との協

調システムが実現されていることが必要、と整理した。 

上記の検討結果をロードマップに反映しつつ、そのロードマップ実現に向けての留意点についても

併せて整理を行った。 
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1.  今年度の主要な検討項目 

1.1 中長期的に低炭素社会を実現するために目指すべき姿 

昨年度のエネルギー供給 WG における検討結果を踏まえ、中長期的に低炭素社会を実現す

るために、エネルギー供給分野の目指すべき姿を次のとおりとした。 

＜2020 年＞ 

・ 再生可能エネルギーの普及促進策が有効に機能し、一次エネルギー供給に占める割合が

10％以上に拡大する 

・ 再生可能エネルギーの普及拡大が地域活性化や地域の雇用創出に大きな役割を果たす 

・ 既存の供給インフラ活用により再生可能エネルギーの普及を支える中で、次世代エネル

ギー供給インフラの整備が進展する 

＜2030 年＞ 

・ 大量の再生可能エネルギーを受け入れるための社会システムへの変革が進み、再生可能

エネルギーと親和的な社会システムが構築される 

・ 再生可能エネルギーを最大限活用できるエネルギー供給インフラが整備されている 

・ 化石エネルギーに比べてコスト競争力を持つ再生可能エネルギーの導入が義務化され

る（主に建築物に対する再生可能エネルギー熱の導入を想定） 

＜2050 年＞ 

・ 再生可能エネルギーがエネルギー供給の主役の１つとなり、これと原子力などが電力供

給の柱となり、ゼロカーボン電源が実現している 

・ 我が国の持つ最高水準の環境エネルギー技術が世界に普及し、世界全体でエネルギー供

給の低炭素化が進展している 

 

1.2 ロードマップの見直しの視点 

昨年度のエネルギー供給 WG では、エネルギー供給の低炭素化に向けて、①再生可能エネルギ

ーの普及基盤を確立するための支援、②再生可能エネルギーの普及段階に応じた社会システムの

変革、③次世代のエネルギー供給インフラ整備の推進、④化石エネルギー利用の低炭素化の実現、

安全の確保を大前提とした原子力発電の利用拡大、という４つの柱立てによる行程表（ロードマ

ップ）を策定した。 

 

表 1-1 昨年度のエネルギー供給ロードマップの柱立てと主要な施策 

再生可能エネルギーの普

及基盤を確立するための

支援 

・ 固定価格買取制度などによる経済的措置等 

・ 再生可能エネ事業の金融リスク・負担の軽減 

・ 関連情報の整備 

・ 再生可能エネルギー技術の開発等 

再生可能エネルギーの普

及段階に応じた社会シス

テムの変革 

・ 社会的受容性・認知度の向上 

・ 地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入 

・ 関連法規の見直し等 

次世代のエネルギー供給 ・ 既存電力系統システム上での対策 
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インフラ整備の推進 ・ 次世代送配電ネットワークの検討 

・ スマートグリッドの整備、進化 

・ 再生可能エネルギーの大量導入に向けた制度整備 

・ バイオ燃料・ガス・水素の供給インフラ整備等 

・ 次世代供給インフラ整備のためのインセンティブ付与 

化石エネルギー利用の低

炭素化の実現 

・ 火力発電低炭素化の技術普及 

・ 炭素回収貯蔵の導入 

・ 発電の建設・運用における低炭素化 

・ 安全の確保を大前提とした原子力発電の利用拡大 

 

2009 年度にロードマップ作成後のエネルギー供給を巡る動きとして、2010 年 6 月に「新成

長戦略」及び「エネルギー基本計画」が相次いで策定された。その中では特に、成長の原動

力となるグリーンイノベーションの一つの柱として、全量買取方式の固定価格買取制度の導

入が改めてクローズアップされるとともに、スマートグリッドの導入をはじめとする次世代

エネルギー・社会システムの構築の重要性が示された。 

 

こうした動向を踏まえ、今年度は以下の視点でロードマップの見直しを行うこととした。 

・ 固定価格買取制度の具体的な設計 

（→買取対象、買取価格、買取期間、自家消費の扱いなど） 

・ 買取制度設計案等を踏まえた再生可能エネルギーの導入見込量の精査 

（→全量買取制度導入時期の変更、太陽熱やバイオ燃料等の修正） 

・ 買取制度を補完する施策としての地域における再生可能エネルギービジネス普及拡大

方策の検討 

・ 再生可能エネルギーの導入拡大を支える電力系統整備 

 

1.3 検討の優先順位付け 

エネルギー供給の低炭素化の方策は、①再生可能エネルギーの普及拡大、②化石燃料利用

の低炭素化、③原子力の利用拡大、という３方策に大別される。 

ここで、化石燃料は長期に亘ってエネルギー供給において最大の地位を占めており、その

利用は技術的に確立され、社会的に定着している。原子力も長期の研究期間を経て実用化さ

れ、70 年代以降導入量が増加し、エネルギー供給において一定の地位を確保していると言え

る。 

一方、再生可能エネルギーは長期の研究開発段階を経て、ようやく導入が進みつつある状

態であり、今後飛躍的な増加が期待されるものの、現時点では経済性、社会的受容性・認知

度、インフラ整備などに関して、化石燃料や原子力の持つレベルにまで達していない部分が

存在する。 
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～1970 ～2010 ～2050

化石燃料と原子力の利用は技術的に確立し、
社会的に定着している

再生可能エネルギーの導入
拡大には政策的支援が必要

 再生可能エネルギーの
導入が進み、2050年に
はエネルギー供給の主
役の１つとなる。

 社会システムの変革が
進み、再生可能エネル
ギーを最大限活用でき
るインフラが整備される。

 依然として化石燃
料が主役であるが、
原子力がそのシェ
アを高める。

 原子力を扱う技術
が確立され、一定
の地位を確保する。

 一次エネルギーの９割以上
は化石燃料。

 化石燃料を扱う技術が確立
され、インフラ整備も整う。

 

図 1-1 化石燃料、原子力及び再生可能エネルギーの利用に関する社会的成熟度 

 

今後、再生可能エネルギーを他のエネルギーと同等のレベルまで引き上げ、2050 年の低炭

素社会を構成する新たな社会システムとして定着させていくためには、民間レベルでの取組

に対し、行政が積極的に政策支援を行っていく必要がある。 

また、再生可能エネルギーの普及を支える政策は、特に欧州と比較して遅れており、導入

の速度にも顕著な違いが生じている。 

こうした状況を踏まえ、本 WG では、エネルギー供給の低炭素化のための方策のうち、今

後の導入拡大が期待されるものの、克服すべき多くの課題を有する再生可能エネルギーに焦

点を当て、普及拡大のために必要な施策等を重点的に検討した。 
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2.  再生可能エネルギーの導入見込量 

2009 年度のエネルギー供給 WG における再生可能エネルギー全体の導入見込量（http://www.env. 

go.jp/earth/report/h22-05/index.html で公表）に対し、最近の動向等を踏まえ、今年度に見直しを行

った結果を以下に示す。（2020 年の導入見込量としては、90 年比▲15％ケース、▲20％ケース、

▲25％ケースの３ケースを想定した。） 

見直しのポイントは以下のとおり。 

・ 太陽光発電に関して 2009 年 11 月に開始した余剰買取制度を考慮するとともに、全量買取制

度を 2012 年度開始と想定した。 

・ 太陽熱利用に関して、ソーラーエネルギー利用推進フォーラムの導入見通しを踏まえ、一定

の見直しを行った。 

・ 自動車 WG の検討を踏まえ、バイオ燃料の導入量を▲15％及び▲20％ケース及び 2030 年の

全てのケースで下方修正した。 

・ 既設の水力発電の規模別情報に基づき、大規模水力と中小水力の内訳を見直した。 

 

以上の見直しを行った結果、2020 年断面に着目すると、全てのケースで、地球温暖化対策基本

法案で定められている「再生可能エネルギーの供給量について、2020 年までに一次エネルギー供

給量に占める割合を 10％に達するようにする。」という目標を実現できることを確認した。 

 

 

 
※ 太陽光、風力、大規模水力、中小水力、地熱は 2009 年度（大規模水力は推定）、太陽熱は 2007 年度、バイオ

マス発電及びバイオマス熱利用は 2005 年度のデータ 

図 2-1 2050 年までの再生可能エネルギーの種類別導入見込量 

 

2020 年までの導入量と直近年の実績からの増分をみると、今後もっとも増加が期待されるエネ

ルギーは太陽光発電であり、ついで、バイオマス熱利用、バイオマス発電、風力発電、中小水力

発電などの増分が大きくなっている。 
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2050 年には、再生可能エネルギー全体の導入量が、直近年の実績と比較して５倍以上となり、

一次エネルギー供給に占める割合は約 37～46％に達することとなる。 

 

表 2-1 2020 年までの再生可能エネルギーの種類別導入見込量と直近年からの増分 

    

直近年※ 

2020 年 

    ▲15％ ▲20％ ▲25％ 

    導入量 うち増分 導入量 うち増分 導入量 うち増分 

太陽光発電 万 kW 263 3,500 3,237 4,200 3,937 5,000 4,737 

  万 kl 64 855 791 1,026 962 1,222 1,157 

風力発電 万 kW 219 1,110 891 1,110 891 1,110 891 

（陸上） 万 kl 89 452 363 452 363 452 363 

風力発電 万 kW 0 20 20 20 20 20 20 

（着床） 万 kl 0 12 12 12 12 12 12 

風力発電 万 kW 0 1 1 1 1 1 1 

（浮体） 万 kl 0 1 1 1 1 1 1 

大規模水力 万 kW 1,118 1,244 126 1,244 126 1,244 126 

発電 万 kl 546 713 167 713 167 713 167 

中小水力 万 kW 955 1,077 122 1,292 337 1,512 557 

発電 万 kl 1,079 1,232 154 1,504 425 1,782 703 

地熱発電 万 kW 53 171 118 171 118 171 118 

（温泉発電含む） 万 kl 76 244 168 244 168 244 168 

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 万 kW 409 761 352 761 352 761 352 

 万 kl 462 860 398 860 398 860 398 

太陽熱利用 万 kl 55 80 25 131 76 178 123 

ﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用 万 kl 470 757 287 757 287 887 417 

合計 万 kl 2,841 5,206 2,365 5,700 2,859 6,350 3,509 

※太陽光、風力、大規模水力、中小水力、地熱は 2009 年度（大規模水力は推定）、太陽熱は 2007 年度、

バイオマス発電及びバイオマス熱利用は 2005 年度のデータ 



エネルギー供給 
 

6 

 

 

表 2-2 2030 年までの再生可能エネルギーの種類別導入見込量と直近年からの増分 

    

直近年※ 

2030 年 

    上位 中位 下位 

    導入量 うち増分 導入量 うち増分 導入量 うち増分 

太陽光発電 万 kW 263 9,060 8,797 9,527 9,264 10,060 9,797 

  万 kl 64 2,214 2,149 2,328 2,263 2,458 2,394 

風力発電 万 kW 219 2,150 1,931 2,150 1,931 2,150 1,931 

（陸上） 万 kl 89 876 786 876 786 876 786 

風力発電 万 kW 0 270 270 270 270 270 270 

（着床） 万 kl 0 165 165 165 165 165 165 

風力発電 万 kW 0 280 280 280 280 280 280 

（浮体） 万 kl 0 171 171 171 171 171 171 

大規模水力 万 kW 1,118 1,244 126 1,244 126 1,244 126 

発電 万 kl 546 713 167 713 167 713 167 

中小水力 万 kW 955 1,522 567 1,665 710 1,812 857 

発電 万 kl 1,079 1,794 715 1,975 896 2,160 1,081 

地熱発電 万 kW 53 234 181 234 181 234 181 

（温泉発電含む） 万 kl 76 334 258 334 258 334 258 

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 万 kW 409 803 394 803 394 803 394 

 万 kl 462 907 445 907 445 907 445 

太陽熱利用 万 kl 55 137 82 251 196 282 227 

ﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用 万 kl 470 787 317 787 317 887 417 

合計 万 kl 2,841 8,107 5,266 8,499 5,659 8,963 6,122 

※太陽光、風力、大規模水力、中小水力、地熱は 2009 年度（大規模水力は推定）、太陽熱は 2007 年度、

バイオマス発電及びバイオマス熱利用は 2005 年度のデータ 
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3.  再生可能エネルギーの導入を支える施策等 

3.1 再生可能電力の固定価格買取制度 

地球温暖化対策の中期目標の達成、及び一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの比

率を 10％とする目標の達成のためには、再生可能エネルギーに対する経済的な支援が不可欠であ

る。ここでは特に、再生可能電力を対象とした「固定価格買取制度」の検討を独自に行った。 

まず、固定価格買取制度導入の目的は、以下の３点と考えられる。 

1) 電力需要家の負担により、再生可能エネルギーを大幅に導入することで CO2 排出削減を進

め、2020 年の中期目標を達成し、一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの比率

を 10％以上とする。さらに、2050 年 80％削減目標の達成や低炭素社会の構築に貢献する。 

2) 再生可能エネルギーに関連する産業を育成し、国際競争力の向上を図るとともに、地域の

資源や人材を活用し雇用創出に貢献する。 

3) 化石燃料価格高騰リスクに対応するため、エネルギー自給率を向上させる。 

 

3.1.1 固定価格買取制度とは 

 再生可能電力の固定価格買取（Feed-in Tariffs, FIT）制度とは、電気事業者に対し、再生可能エ

ネルギーにより発電された電力について規定の価格（固定価格）で買い取ることを義務付ける制

度である。 

再生可能電力の導入を推進する政策としては他に、導入補助金や RPS 制度があるが、固定価格

買取制度は、固定価格での買取により導入者の投資回収を予測し易くするため、再生可能エネル

ギーへの投資を加速させる有効な制度である。ドイツやスペインなどで広く導入され、再生可能

電力の導入量を確実に増加させている。 

 固定価格買取制度の一般的な特徴は下記のとおり整理できる。 

 

 買取価格は通常電源別に設定される。技術熟度やエネルギー固有の特性によって現状の発電

コストが電源ごとに異なることに対応する。また、特定の技術を推進したいという政策判断

を反映する場合もある。 

 ある年度に設定された買取価格は当該年度の導入設備に対して長期間固定される（例えば 10

～20 年）。これにより、導入時の初期コストの回収が設置者に保証され、結果的に、再生可

能エネルギーへの投資の安全性が向上し、積極的な長期投資が可能となる。 

 買取価格は、技術進歩や量産効果を受けた生産コストの低下による発電コストの減尐に伴い、

徐々に引き下げられると見込まれる。 

 電気事業者の再生可能電力の買取費用は、通常、電力料金として一律に電力需要家によって

負担される。 

 制度が廃止された場合には、新規の買取はなくなるが、制度存続時に買取対象となった電源

からの買取は一定期間継続される。 
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図 3-1 固定価格買取制度における買取価格のイメージ 

 

3.1.2 望ましい固定価格買取制度 

再生可能エネルギーの導入見込量の分析等を踏まえ、望ましい固定価格買取制度を下記のとお

り提案する。 

(1) 実用化されているエネルギー種を対象とする。具体的には太陽光発電、風力発電、中小水

力発電、地熱発電（温泉発電を含む）、バイオマス発電とする。 

(2) 太陽光発電は投資回収年数 8～10 年、その他は 20 年間の買取で内部収益率（IRR）を 8％以

上を確保できる買取価格とする（価格は電源の種類別に設定）。また、買取期間は 20 年間

とする。 

(3) 自家消費分も含めた全量の買取制度を基本とする（再生可能電力の導入拡大を想定した場

合、公平性や投資回収の見通しの立ちやすさ等の観点から、全量買取が望ましい）。 

(4) 既設電源は事業化の際に想定していた採算性を確保させる。 

(5) 買取の義務対象者として一般電気事業者を想定しているが、後述するように義務対象外と

なる特定規模電気事業者（PPS）がより高い価格で買い取ることを排除するものではない。 

 

表 3-1 固定価格買取制度における望ましい買取価格 

 ▲15％ ▲20％ ▲25％ 

太陽光発電 44 円/kWh（2012 年） 

→24 円/kWh（2020 年） 

48 円/kWh（2012 年） 

→26 円/kWh（2020 年） 

53 円/kWh（2012 年） 

→27円/kWh（2020年） 

風力発電 陸上：22 円/kWh（2012 年）→18 円/kWh（2020 年） 

洋上（着床式）：30 円/kWh 

洋上（浮体式）：42 円/kWh 

中小水力発電 15 円/kWh 20 円/kWh 25 円/kWh 

地熱発電 20 円/kWh（IRR が 8%を下回る地点には補助制度を併用） 

バイオマス発電 22 円/kWh 

※20 年間の全量買取を前提とした場合の買取価格である。 

※太陽光発電及び風力発電（陸上）は、現状で導入に伴うコスト低減が見込まれることから、買取価

格の低減を想定した。 

※地熱発電は、地下資源の把握が困難であり、他のエネルギーと比較してポテンシャル量の把握が難

しいことから、補助制度の併用を想定した。補助制度がない場合に、IRR8%を満たすためには、買
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取価格を 43 円/kWh とする必要があり、支援総額が増大する。 

※バイオマス調達コストには様々なケースがあり、逆有償もあり得るため、調達コストを含まないケ

ースを想定した。 

  

以下に、各項目についての詳細を記す。 

 

(1)  買取対象 

再生可能電力の買取対象は、当面、実用化されているエネルギー種とすることが望ましい。す

なわち、現在においては太陽光発電、風力発電、中小水力発電、地熱発電（温泉発電を含む）、バ

イオマス発電（化石燃料起源の廃棄物の焼却に伴う発電分は含まない）である。 

ただし、将来的に実用化されれば、海洋エネルギーによる発電、高温岩体発電なども買取対象

になり得る。 

なお、バイオマス発電に関しては、原料となるバイオマスが他の用途（飼料利用等）との競合

を引き起こす可能性が指摘されている。経済産業省、農林水産省及び環境省が検討して取りまと

めた「バイオ燃料導入に係る持続可能性基準等に関する検討会」報告書（2010 年３月）における

持続可能性基準を、バイオ燃料だけではなく、他のバイオマス利用にも適用するといった配慮が

考えられる。 

 

(2)  買取価格と期間 

再生可能エネルギーに対する投資を促進するという目的から、事業への投資意向を引き出せる

ような買取価格・期間とすることが必要である。 

また、買取価格を発電コストの変化に応じて見直すことで支援と負担の適性化を図ることが望

ましい。加えて、柔軟な見直しを行うためには、技術熟度やエネルギーの特性を踏まえ、エネル

ギー種類毎に異なる発電コストに応じた買取価格を設定することが有効である。 

具体的には、事業の採算性を考慮して、太陽光発電は投資回収年数 8～10 年を確保できる買取

価格、その他の発電は 20 年間の IRR で 8％以上を確保できる買取価格を想定した。 

前出の表 3-1 に記載したとおり、2012 年に制度を導入するとすれば、初年度の買取価格は、太

陽光発電は 44～53 円/kWh、風力発電は 22 円/kWh（陸上）・30 円/kWh（洋上着床式）・42 円/kWh

（洋上浮体式）、中小水力発電は 15～25 円/kWh、地熱発電は 20 円/kWh、バイオマス発電は 22

円/kWh となる。 

太陽光発電と風力発電（陸上）については、今後の発電コストの低下が予想され、2020 年の適

正水準はそれぞれ 24～27 円/kWh、18 円/kWh と推計された。 

 

＜参考：買取価格の設定根拠となる投資判断基準＞ 

投資判断の基準としての IRR8％は、以下に基づく考えにより採用した。太陽光発電の場合、投資回収年数を 10

年とすると、概ね IRR として 8％程度となる。 

国交省によると、日本における PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）事業の事業採算性の目安

として、Equity IRR（EIRR） で 10%程度というものが目安として示されている。 例えば、風力発電導入案件を

想定して「DSCR*：1.3、金利：4%、借入期間：15 年」という条件でプロジェクトファイナンスを組んだ場合、
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EIRR=10%を確保するためには、Project IRR（PIRR）で 8.0%が必要となる。 

よって、再生可能エネルギー導入プロジェクトの投資判断の基準として、PIRR=8.0%を用いることとする。なお、

PIRR=8.0%は必要条件ではあるが、プロジェクトファイナンスの組み方次第で EIRR は変わり得る。（*DSCR=「元

利支払前キャシュフロー／元利支払予定金額」であり、キャッシュフローの余裕度を示す指標。） 

 

 

(3)  自家消費電力の扱い 

 再生可能電力を発電施設で発電させた場合には、発電施設の種類や規模などによって、その電

力が自家消費される割合が異なり余剰電力が生じる場合や生じない場合がある。再生可能エネル

ギーの発電による自家消費電力と余剰電力の発生パターンとしては、以下の３つに場合分けする

ことができ、それぞれの場合について、余剰と全量のどちらの買取方式が望ましいかについて検

討した。 

この結果、公平性や投資回収の見通しの立ちやすさ等の観点から、いずれの場合も自家消費も

含めた全量買取が望ましい。 

 

■系統に直接接続することが前提の場合 

大規模風力や地熱発電のように、系統に直接接続することが前提の場合、基本的には自家消費

は発生せず、発電した電力全量を買い取ることとなる。 

 

■発電電力量より導入地点の電力需要量が多い場合 

例えば工場等の屋根面に太陽光パネルを設置する場合など、発電電力量がほぼ全量自家消費さ

れる場合、余剰電力が発生しないため、現行の余剰買取方式の制度では、太陽光パネルの設置者

に対する買取制度によるインセンティブが働かない。このため、導入者のインセンティブを確保

する観点から、自家消費であっても発電電力量を全量買い取る制度が望ましい。なお、系統に直

接接続しようとすると、昇圧が必要な可能性があるため、自家消費した上で発電電力量を全量買

い取る仕組みを検討する必要があると考えられる。 
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等しくなるような割引率をPIRR（プロジェクトベースの内部収益率）と
呼ぶ。本検討では、このPIRRを8.0%として想定。
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■発電電力量と導入地点の電力需要量が同程度又はそれ以下の場合 

＜余剰買取がもたらす不公平＞ 

住宅の屋根面に太陽光パネルを設置する場合、現行の余剰買取方式の制度では、余剰が発生し

た場合に当該余剰電力のみを固定価格で買い取ることとしている。しかし、設置可能なパネル面

積や昼間人員などのライフスタイルによって余剰電力の発生量が異なるため、余剰電力のみを一

律の価格で買い取る方式では投資回収年数に大きな差異が生じて不公平が生まれやすく、また将

来のライフスタイルの変化によって収益見込みが崩れる可能性もある。一方、全量買取方式にし

た場合、昼間人員やライフスタイル、設置規模によらず買取が行われるため、不公平さは尐なく

なる。 

屋根に設置するパネル面積が広い場合、
日中の電力需要が尐ない場合など

自家消費電力を買い取らない余剰電力のみを一
律の価格で買い取る方式でも投資回収が可能

屋根に設置するパネル面積が狭い場合、
日中の電力需要が多い場合など

自家消費電力を買い取らない余剰電力のみを一
律の価格で買い取る方式では投資回収が難しい
ため、自家消費も含めて発電電力量を全量買い取
る制度が望ましい

Ａパターン Ｂパターン  
図 3-2 余剰買取における昼間人員やライフスタイルの違いによる不公平 

 

＜余剰買取がもたらす無駄＞ 

また、住宅用太陽光発電の導入拡大を想定した場合、ゴールデンウィークなど電力需要量が落

ち込む特異日に、発電電力量が電力需要量を上回る可能性がある。ここで、余剰電力しか買い取

らない現行制度においては、太陽光の発電電力量が多い時間帯から需要が他の時間帯にシフトし

たり、節電が行われたりすることで、電力系統の需給バランス上で経済性や安定性を低下させる

過度の需要の低下が発生し、それを防止するための強制的な出力抑制が必要となる。また、出力

抑制を行った分の電力量も買取分に含めて電気事業者が太陽光パネルの設置者に補填する際は、

発電電力量の全量を買取対象としていないと補填が難しくなると考えられる。一方、自家消費を

含めた全量買取方式にした場合は、将来導入が見込まれるリアルタイム料金制の下で、電力需要

量が小さい時間帯の安い電力については、自家消費するよう創意工夫が生まれ、出力抑制する機

会も尐なくなると考えられる。 



エネルギー供給 
 

12 

 

 

 

 

節電

充電停止

節電

充電停止

解列

 

 

 

充電等により自家消費 充電等により自家消費  

図 3-3 余剰買取と全量買取との発電電力の使われ方の比較 

 

 以上より、発電電力量と導入地点の電力需要量が同程度又はそれ以下の場合においても、再生

可能エネルギー発電設備の設置者の公平性確保、投資回収の見通しの立ちやすさ及び発電電力の

有効利用の観点から、自家消費を含めた全量買取が望ましいと考えられる。 

 

(4)  既設電源の扱い 

 既設電源についても、事業化した時点の想定と変わらない採算性を確保できるような買取が行

われるべきである。太陽光以外の既設電源は、現行は概ね RPS 法に基づく買取が行われているが、

新たな買取制度に移行した場合、仮に買取制度の対象外とすると採算性が厳しい電源の稼動を継

続できないおそれがある。稼動停止による CO2 排出量の増加を避けるために、尐なくとも事業化

の際に想定していた採算性は確保させることが望ましい。 

 

3.2 再生可能エネルギー普及がもたらす便益とコスト 

3.2.1 再生可能エネルギー普及がもたらす便益 

再生可能電力の固定価格買取制度の導入は、需要家全体の費用負担を必要とするが、一方で再

生可能電力の普及による大きな便益も生じ得る。具体的な便益としては、CO2 削減効果に加え、

エネルギー自給率の向上、雇用の創出、地域におけるビジネス振興などがあり、我が国の経済成

長のドライビングフォースとしての役割が期待される。 

 

・ 再生可能エネルギーが化石エネルギーに置き換わることによる CO2 排出量の削減効果があ

る。 

・ 化石燃料調達のために国外に流出している資金を節約することができる。 

・ エネルギー資源の多くを海外からの輸入に依存している我が国においては、国産エネルギー

（余剰買取） 

発電している時間帯に省エネが行われ、できる限り発電した電力を住宅で使わず系統に流すことが経済的な行動とな

る。ゴールデンウィークなどにその電力を消費しない場合、逆潮が増え、系統対策コストが増加する可能性がある。ま

た、解列する場合には、発電した電力をムダに捨てることに繋がる。 

 

（自家消費電力も含めた全量買取の場合）  

将来導入が見込まれるリアルタイム料金制の下で、できる限り安い時間帯に自家消費を行うことが経済的な行動とな

る。ゴールデンウィークなどに安い電力をできる限り自家消費するよう創意工夫が生まれることから、逆潮が減り、系

統対策コストが減尐する可能性がある。また、解列により、発電した電力をムダに捨てる機会も減尐が見込まれる。 
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である再生可能エネルギーの導入拡大によってエネルギー自給率の向上効果がある。 

・ 多くの再生可能エネルギーが分散型エネルギーであるという特性から、災害時の危機管理上

のメリットが享受できる。 

・ 再生可能エネルギー利用のための先進技術は国内で保有しているため、国内外で再生可能エ

ネルギー市場が拡大すればその経済効果や雇用創出効果は大きい。 

 国内で太陽光発電パネル、太陽熱パネル、風車、タービンといった機器の需要が増加す

ることにより、これらの機器の生産コストが下がり国際的な産業競争力の強化に繋がる

ことが期待される。 

 特に風力のように、タワー、ブレード、発電機、ギアボックス等の多くの部品点数から

なる設備の場合、裾野が広く製造業を中心に活性化が期待される。 

 再生可能エネルギーの普及に伴い必要となる系統対策は、地域偏在性が尐なく、長期間

安定的に発生する国内需要となり得る。また、電気自動車の導入促進のためのインフラ

投資としての役割もある。 

・ 戸建住宅の屋根面、豊富な日射、安定した風、落差ある河川、森林資源等、再生可能エネル

ギーは、都市部より郊外・地方部に導入ポテンシャルが期待できることから、地域の産業振

興に繋がることが期待される。 

・ 日常生活での身近な範囲に発電等の施設が増えることで、環境教育・エネルギー教育での理

解促進が期待される。 

 

 2010 年 3 月に、環境省「低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化検討会」が発表した

「低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化に向けた提言」では、再生可能エネルギーの

普及拡大がもたらす便益を表 3-2 のように定量化している。 

 

表 3-2 再生可能エネルギーの普及拡大がもたらす便益 

CO2 削減効果 2020 年に 6,000～8,000 万 t-CO2 

（割引率 4%で 2010 年価値換算した累積の金額換算値は 0.4～1.8 兆円） 

化石燃料調達に伴う

資金流出抑制効果 

2020 年に 0.8～1.2 兆円（割引率 4%で 2010 年価値換算） 

※2008 年の化石燃料輸入金額は約 23 兆円、GDP 比で 4.6％（図 3-4） 

エネルギー自給率の

向上効果 

2020 年に 10～12％まで向上 

経済波及効果 2011～2020 年平均で生産誘発額 9～12 兆円、粗付加価値額 4～5 兆円 

（いずれも割引率 4%で 2010 年価値換算） 

雇用創出効果 2011～2020 年平均で 46～63 万人 

※機器の輸入は無いものとした（輸入した場合は便益が小さくなる）。また、

国外への機器輸出分を含む。 
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図 3-4 エネルギー輸入額及び GDP に占める割合の推移 

出典：貿易統計、国民経済計算より作成 

 

＜ドイツにおける買取制度の導入による影響分析例＞ 

 ドイツ等においては、再生可能電力が国民負担という論調が制度当初は存在したものの、制度

の定着後は雇用やエネルギー自給率を高めるものとして国民に受け入れられるものとなっている。 

例えば、ドイツの環境省におけるアンケート調査結果（2009 年 3 月公表）によると、回答者の 97％

が再生可能エネルギーの利用拡大について支持している1。 

また、ドイツにおける再生可能エネルギー導入拡大に伴う雇用創出効果は、2009 年時点で 33

万 9,500 人とされている。 

雇用創出については、COP15 に関連した研究において「Green Jobs and the Clean Energy Economy」

をテーマにレポートがまとめられている。下記のとおり、再生可能エネルギーによる発電の方が、

化石燃料による発電よりも、発電電力量当たりの雇用者数が多いとされている。 

 

表 3-3 エネルギー技術別雇用創出効果の評価例 

 

                                                        

 
1
 http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/43469/36578/ 

5.0
6.3

8.4 7.9
8.7 8.8

10.9

15.7

17.7

21.0

22.7

1.0%
1.3%

1.7% 1.6%
1.8% 1.8%

2.2%

3.1%
3.5%

4.1%

4.6%

0

5

10

15

20

25

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

エ
ネ

ル
ギ

ー
輸

入
額

（兆
円

）

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

エ
ネ

ル
ギ

ー
輸

入
額

が
G

D
P

に
占

め
る

割
合



エネルギー供給 
 

15 

 

3.2.2 固定価格買取制度導入による費用負担 

 

＜需要家負担の定義＞ 

再生可能電力の固定価格買取制度では、一義的には電気事業者が再生可能電力を買い取るが、

通常は、電気事業者の買取費用は、電力料金に上乗せされる形で最終的には電力需要家が負担す

ることとなる。 

電気事業者は再生可能電力を買い取ることによって、もともと電気事業者自身が発電していた

電力を節約することができるが、この節約分の電力については本来電気事業者が負担すべき費用

である。このため、従来の発電方式で発電していた節約分の発電原価（回避可能原価）分は、需

要家の費用負担から差し引くことが適当である。これより、固定価格買取制度によって需要家が

負担する追加費用は、「（買取価格－回避可能原価）×導入量」として計算される。 

 

＜負担額の試算＞ 

前節で示した固定価格買取制度を導入したとき、2020 年までの再生可能電力導入に対する需要

家の追加的負担額を図 3-5 及び図 3-6 に示す。 

2020 年までの導入量に対して発生する需要家の 2020 年における負担は、▲15％ケースで 7,100

億円/年、▲25％ケースで 1 兆 3,400 億円/年と試算された。 

この負担額を電力量当たり一律で負担すれば、2020 年の負担単価は▲15％ケースで 0.75 円/kWh、

▲25％ケースで 1.4 円/kWh となる。 

 

なお、試算に当たっては以下の前提を置いた。 

・ 太陽光以外は新設電源のみを買取対象と想定。 

・ 回避可能原価は、IEA の見通しに基づく化石燃料価格の上昇を折り込んで設定。 

・ 電力需要は年間 9,500 億 kWh と想定。 

・ 産業、家庭及び業務への配分は 2008 年度実績による（熱供給及び運輸部門の負担は産業

に計上）。 2020年までの導入量に対する需要家の負担推移（▲15％ケース）
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図 3-5 2020 年までの導入量に対する需要家の負担推移（▲15％ケース） 
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2020年までの導入量に対する需要家の負担推移（▲25％ケース）
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図 3-6 2020 年までの導入量に対する需要家の負担推移（▲25％ケース） 

 

 

＜世帯当たりの負担額＞ 

2020 年までの導入に対する 2020 年時点での標準世帯（ここでは、月 300kWh を使用する家庭

を想定）当たりの追加的負担額は、2020 年の負担単価 0.75～1.4 円/kWh を踏まえ、224～422 円/

月・世帯（割引率４％で 2010 年価値換算）となる。 

太陽光発電が現状では導入できない世帯でも、再生可能エネルギービジネスへの出資、太陽光

発電付き賃貸住宅への入居による光熱費の節約等による利益享受が可能であるとともに、太陽光

発電設備の価格低下により、将来的には導入可能性が拡大すると考えられる。 
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3.2.3 電源構成の低炭素化による電力料金の推移傾向 

前節では、固定価格買取制度による追加的な費用負担の試算結果を示した。ここでは、電源構

成の低炭素化を進めていくにあたり、固定価格買取制度による負担費用の増加と化石燃料利用縮

小による費用縮減が電力料金の推移がどのようになっていくと見込まれるかについて分析を行っ

た。具体的には、2020 年及び 2030 年の各ケース別に、電源構成の変化が電力料金に与える影響

を分析した。 

その結果、将来は化石燃料価格の上昇が見通されるため、再生可能エネルギー・原子力発電導

入拡大と化石燃料利用の縮小による電源構成の低炭素化は、電力料金の低減につながる効果があ

ることが示唆された。 

 

＜電力料金への影響分析の前提＞ 

表 3-4 の前提に基づいて電源の種類別に発電原価を設定し、図 3-7 で想定する各ケースの電源

のシェアに応じてその加重平均値を推計した。 

 

表 3-4 電源の種類別の発電原価の想定 

原子力 再生可能エネルギーの政治経済学（東洋経済新報社）にある有価証券報告書か

らの分析より、原子力を 8.93 円/kWh、大規模水力を 3.59 円/kWh（2000 年代）

とし、この原価のまま横ばいで推移すると想定。 
大規模水力 

火力 回避可能原価の算出に用いた値（IEA の World Energy Outlook のエネルギー価格

見通しから外挿推計。2020 年 11.2 円/kWh、2030 年 13.4 円/kWh）を採用。有価

証券報告書をベースとし、将来の燃料価格上昇を反映させたもの。 

再生可能（大規模

水力以外） 

全量買取制度が導入されている想定の下、電力会社負担となる回避可能原価相

当が発電原価に組み込まれると想定（火力と同じ扱い）。 
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※技術固定ケース・参照ケース：現状の導入量から増加しないと想定するケース 

図 3-7 想定する 2020 年及び 2030 年のケース別電源構成 

 

 



エネルギー供給 
 

18 

 

 

＜電力料金への影響分析結果＞ 

2020 年の▲15％～▲25％ケースでは、化石燃料消費の減尐により、参照ケースに比較し 0.1 円

/kWh 程度の発電原価低減効果がある。一方で、固定価格買取制度の導入に伴う 2020 年の需要家

負担は 0.7～1.4 円/kWh 程度と見込まれている。両者を考慮すると、▲15％～▲25％ケースでは電

力料金が参照ケースよりも 0.7～1.2 円/kWh 高くなる。 

再生可能電力の普及が進み、火力発電の発電電力量が減尐することで長期的に電源構成の低炭

素化が進展する。その過程で、再生可能電力が安価になり固定価格買取制度の負担が減尐に転じ

るとともに、化石燃料価格が上昇して火力発電のコストが増加すると、▲15％～▲25％ケースと

参照ケースとの電力料金差が徐々に小さくなっていく。 

2030 年になると、参照ケースでは、化石燃料価格の上昇により発電原価が上昇することが見込

まれる（分析結果では 1 円/kWh 程度上昇）。その一方で、▲15％～▲25％ケースでの固定価格買

取制度による負担分は、長期的には低減していくことが見込まれ、電力料金は固定価格買取制度

を導入しない場合と同程度になると見込まれる。 

なお、ここでは電力系統整備にかかる費用については分析対象外としている。 

 

技術固定ケース・参照ケース：化石燃
料価格の上昇により、発電コストは将
来的に価格が上昇する可能性がある。

▲15%～▲25％ケース：FITによ
る上乗せ負担は、将来的には縮
小する方向に向かう。

9.9
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FIT
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※太陽光発電の買取は、買取価格が現在の電灯単価（一般家庭の電力料金単価）並になった時

点で新規の買取を終了（その時点で買取期間が終了していないものについては、買取期間ま

で継続）するものとし、それ以外の再生可能電力は 2020 年以降も同じ価格で買取が行われ

るものとした。 

図 3-8 2020 年及び 2030 年の発電原価影響分析 
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3.3 再生可能電力の CO2 削減価値等の取扱い 

固定価格買取制度の導入に当たり、同制度上で想定される通常の負担者における負担軽減と、

再生可能電力の導入可能性を高めることを目的として、同制度外での売買電及びグリーン電力証

書制度を併存させる方策を検討した。 

なお、以下の議論の前提として、再生可能電力の価値は、回避可能原価及び再エネ価値から構

成され、更に再生可能エネルギー価値（以下「再エネ価値」という。）は CO2 削減価値とその他

の付加価値から成るものとする。回避可能原価とは、当該再生可能電力が導入されることにより、

系統電源側での発生が回避された発電原価のことである。また、再エネ価値のうち、CO2 削減価

値は系統電源側で化石電源による発電が回避されたことによる CO2 削減の価値であり、その他の

付加価値はエネルギーセキュリティの向上、産業・雇用創出効果、地域振興、環境・エネルギー

分野での教育効果、大気汚染削減効果等の価値である。 

 

回避可能原価

その他の付加価値

CO2削減価値
再
エ
ネ
価
値

 
図 3-9 再生可能電力の価値の考え方 

 

以下、固定価格買取制度と、それ以外の固定価格買取制度外での売買電あるいはグリーン電力

証書等について併存させるに当たって講じるべき措置及び留意点について整理した。 

一般電気事業者

特定規模電気事業者

回避可能原価

通常の負担者

自発的負担者

固定価格買取制度
買取価格：pFIT

FIT制度外での売買電
買取価格：pother>pFIT

グリーン電力証書等

再生可能エネルギー
発電事業者

② 自発的負担者がFIT制度よりも高い価格で買電することで、再
生可能エネルギー発電事業者の設備投資意欲が増大し、再生
可能電力の導入量を更に伸長させることができる。

通常の負担者

一般電気事業者による送配電

電力と環境の価値を分離し、異なる買い手を見つけるグリーン電力証書等の方策に
ついては、固定価格買取制度と連携してどのような普及方策が考え得るかについて
引き続き検討を行う予定。

発電した
電力

その他の付加価値

CO2削減価値
再
エ
ネ
価
値

回避可能原価

その他の付加価値

CO2削減価値
再
エ
ネ
価
値

*

*「その他の付加価値」としては、エネルギーセキュリティの向上、産業・雇用創出効果、地域振興、環境・エネルギー分野での教育効果、大気汚染削減効果等が
含まれる。

**「自発的負担者」とは、再生可能電力に対して自発的により多くの負担をしてもよいという需要家のこと。

①自発的負担者**がFIT制度
外で買電を行うことで、（仮
に）同じ量の再生可能電力
を普及させようとした場合に
は、通常の負担者の費用負
担をより尐なくしつつ導入を
推進することが可能となる。

 

図 3-10 固定価格買取制度と CO2 削減価値等の取扱い 
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＜固定価格買取制度＞ 

・ 固定価格買取制度においては、再生可能電力は、同制度外で扱われる電力を除いて、一義的

に一般電気事業者が制度上定められた単価で買い取る。 

・ その上で、回避可能原価以外の【再エネ価値＝CO2 削減価値＋その他の付加価値】に関する

買取費用を、一般電気事業者及び特定規模電気事業者（PPS）の間で販売電力量ベースで按

分して精算し、それぞれの需要家への売電単価に上乗せする。 

・ 一般電気事業者及び PPS の合計販売電力量としては、前年実績を使用する。 

・ なお、回避可能原価については、一般電気事業者の需要家が負担する。2
 

 

＜固定価格買取制度外での売買電＞ 

・ 再生可能電力を、一般電気事業者以外に PPS も買取可能なものとする。その際、PPS は固定

価格買取制度上の買取を超える価格にて調達することとなる（個別の売買電契約に要する取

引コストを考慮すると、固定価格買取制度と同額で売電するのであれば一般電気事業者に売

ることになると考えられる）。 

・ PPS は当該電力を調達価格よりも高い価格で購入してくれる需要家、つまり自社の需要家の

中でも、特に再生可能電力に対して自発的により多くの負担をしてもよいという需要家（自

発的負担者）に販売する。 

・ 固定価格制度外における価値の取扱いとしては、回避可能原価及び再エネ価値（CO2 削減価

値、その他の付加価値）の全てを自発的負担者が負担する。 

・ その他、留意すべき事項としては、 

 当該電力の買取価格は、自発的負担者への販売価格から決定される。 

 自発的負担者への販売価格（＝自発的負担者の買取価格）は、自発的負担者における自

社内削減対策の限界費用を考慮して決定される。 

 自発的負担者は PPS の需要家の一部であり、これ以外に固定価格買取制度による負担を

負う通常の負担者も存在する。 

 

＜グリーン電力証書等＞ 

・ 電力と環境の価値を分離し、異なる買い手を見つけるグリーン電力証書等の方策については、

固定価格買取制度と連携してどのような普及方策が考え得るかについてエネルギー供給WG

として引き続き検討を行う予定。 

 

                                                        

 
2
 固定価格買取制度で買い上げた電力を、エネルギーとして消費するのは一般電気事業者の需要

家であるため。 
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3.4 再生可能エネルギーの導入支援について現状から追加的な支援を行わない場合の影響 

再生可能エネルギーに関して、全量買取を基本とする固定価格買取制度の導入等を前提に、2020

年には全てのケースで、地球温暖化対策基本法案で定められている「再生可能エネルギーの供給

量について、2020 年までに一次エネルギー供給量に占める割合を 10％に達するようにする。」と

いう目標を実現できることを確認した。 

仮に、再生可能エネルギーの導入支援について現状から追加的な支援を行わなかった場合、一

次エネルギー供給に占める比率は 2020 年で７％程度、2020 年▲15％ケースと比較して 2,800 万

tCO2（90 年比 2.2％）の増加に繋がるおそれがある。 

 

表 3-5 再生可能エネルギーの種類毎の想定 

太陽光発電 住宅用 48 円/kWh、非住宅用 24 円/kWh という現行の余剰買取制度と

同じ投資回収年数が維持されると想定。 

住宅用は 7 万円/kW の補助制度も継続。 

風力発電 2005～2009 年度の年平均導入量を用いて外挿 

水力発電 RPS 対象について、2005～2009 年度の平均伸び率を用いて外挿 

地熱発電 直近の導入量のまま横ばい 

太陽熱利用 直近の導入量のまま横ばい 

バイオマス発電 京都議定書目標達成計画の下位ケースを維持 

バイオマス熱・燃料 バイオ燃料について AIM プロジェクトチーム試算のレファレンスケ

ースを採用 

 

52 百万kl

40 百万kl

0 万kl

1,000 万kl

2,000 万kl

3,000 万kl

4,000 万kl

5,000 万kl

6,000 万kl

▲15％ケース 追加的支援なしケース

バイオマス熱・燃料

バイオマス発電

太陽熱

地熱発電

水力発電

風力発電

太陽光発電

2,800万tCO2（90年比
2.2％）の増加に繋がる

 

図 3-11 2020 年▲15％ケースと比較した影響 
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3.5 電力系統の整備 

3.5.1 電力系統の整備の考え方 

低炭素社会の構築のためには、再生可能エネルギーの供給量、供給比率を拡大していく必要が

ある。その際、既存の電力系統は、供給側から需要側への一方向の電力供給を前提として構成さ

れているが、再生可能電力の普及が拡大すると、この流れが抜本的に変化することとなる。また、

太陽光発電や風力発電等の出力が変動し制御が困難な電源、原子力や石炭ガス化発電等の出力の

制御が困難な電源の普及により、電力システムの需給バランスが変化することとなる。 

その結果、再生可能電力などが既存の電力系統に大規模に導入された場合、配電網の電圧上昇、

周波数調整力の不足、余剰電力の発生等、電力の安定供給に影響が生じる可能性が指摘されてい

る。しかしながら、これらの指摘事項は、既存の電力系統インフラ、関連制度を段階的に再構築

していくことによって克服することが可能である。 

電力系統の安定化と社会費用最小化の両立に向けて、対策を体系的に推進していくための、次

世代送配電ネットワークの実現イメージ及び行程は以下のとおりであり、主なポイントは次の５

点となる。 

・ 再生可能電力の出力を個別に抑制するという考え方ではなく、需要側、大規模電源、再生可

能電源等がネットワークを介して協調し、システム全体で柔軟に対応する。 

・ 再生可能電源の全体最適かつ円滑な導入のために、再生可能電源の導入拡大を見越して、そ

のアクセスを確保する計画的な送電網整備を図る。 

・ 需給計画・運用の円滑化のため、気象予測を活用した再生可能電源の発電予測を行う。 

・ 全体運用の最適化の視点から、再生可能電源の出力抑制や電力の融通を行う。 

・ 電力需給の最適化のために、需要側に適切な判断を可能とするためのダイナミック・プライ

シング（電力需給状況に応じて電力料金を変化させる制度：例えば翌日料金制度）等を導入

する。 
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家庭

PV
太陽熱給湯器

プラグインハイブリッド・
電気自動車
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蓄電システム

エネルギー・マネジメント装置
負荷設備・エネルギー貯蔵設備の最適運用

翌日のデータ
・電力価格／機器制御量
・電力・熱の需要予測
・再生可能エネルギーの

出力予測

光熱費最小化

翌日の機器運転計画
・エアコンの利用時刻
・蓄電・貯湯の時刻

分散EMS

電力会社

気象・需要予測

最適負荷配分

集中EMS

需給計画
・発電所運転計画
・機器制御量、電力価格

気象予測データ
翌日の天候、日射

特定地域
建物

電力供給地域全体の
新たな需要パターン

直接制御：機器制御量

地域全体

直接制御：機器制御量

間接制御：電力価格

 

図 3-12 次世代送配電ネットワークの実現イメージ 

 

3.5.2 次世代送配電ネットワークの実現行程 

次世代送配電ネットワークを実現するために必要となる、ネットワークの展開イメージと構成

要素を図 3-13 及び図 3-14 に示す。 

 

まずは、今後速やかに、既存インフラを最大限利用して再生可能電力導入拡大への対応を行う

とともに、系統整備、需要側のエネルギー・マネジメント関連インフラ構築を開始する。 

・ 需要側においては、電力系統と需要家との通信・制御インフラとして、スマートメータ及び

エネルギー・マネジメント装置の導入を開始するとともに、制御対象となりうる蓄熱式ヒー

トポンプ給湯器等の蓄エネルギー、能動化機能付き需要技術を普及させる。 

・ 再生可能電源側においては、系統への影響を最小化すべく、不要解列防止機能や単独運転防

止機能、出力抑制機能を開発、普及させる。 

・ 電力システム側においては、揚水発電等を活用して電力の需給バランスへの対応を行うとも

に、送電線及び配電線の空容量分析、アクセス用送配電線の計画的整備等、電力系統の整備

を行う。また、再生可能電源の発電予測を需給計画に取り込むことを目指し、気象データの

蓄積、発電予測の試行を開始する。 

 

短期的（2020 年頃）には、需要側のエネルギー・マネジメントの運用を実現する。 

・ 需要側においては、スマートメータ及びエネルギー・マネジメント装置を普及させるととも

に、気象データに基づく再生可能電源の発電量予測技術をエネルギー・マネジメントに活用

し、蓄熱式ヒートポンプ給湯器の制御、プラグイン・ハイブリッド自動車や電気自動車の充



エネルギー供給 
 

24 

 

電（G2V：Grid to Vehicle）制御、見える化を通じた需要家の行動喚起等によって、需要調整

を行う。 

・ 再生可能電源側においては、必要に応じて、風力発電等の出力抑制、エネルギー・マネジメ

ント装置を活用した太陽光発電の出力制御等を行う。 

・ 電力システム側においては、再生可能電源の発電量予測技術を需給運用へ取り込み、全系統

電源を活用した需給運用を行う。また、需要調整を促す料金制度・設定を導入し、その効果

を長期に渡って検証していくとともに、需給運用へ反映する。 

・ 既存のインフラを活用した対策を進める一方で、更なる再生可能電源の導入を見据えて、送

電システムの増強を行う。 

 

中期的（2020 年代半ば）には、系統と需要側との協調システムの運用を実現する。 

・ 需要側においては、構築したエネルギー・マネジメント装置及び制御対象機器を活用し、自

律的な制御を行う。また、電気自動車の普及等により価格低減が見込まれる蓄電システムの

導入を開始する。 

・ 再生可能電源側においては、引き続き、必要に応じて太陽光発電、風力発電等の出力抑制を

行う。 

・ 電力システム側においては、再生可能電源の発電量予測の精度を向上させ、予測技術を確立

する。また、翌日料金やリアルタイム料金等のダイナミック・プライシングを導入し、需給

の間接制御を行うとともに、その効果を長期に渡って検証していく。間接制御の効果は、将

来の設備形成計画に反映する。 

 

長期的（2030 年頃）には、蓄電システムを活用した系統と需要側との協調システムを実現する。 

・ 需要側においては、蓄電システム、プラグイン・ハイブリッド自動車や電気自動車の V2G

（Vehicle to Grid：自動車と系統との電力融通）制御を活用し、エネルギー・マネジメント装

置による自律的制御を高度化する。 

・ 再生可能電源側においては、必要に応じた太陽光発電、 風力発電等の出力抑制を高度化す

る。 

・ 電力システム側においては、引き続きダイナミック・プライシングを維持し、需要調整効果

の検証結果を設備形成計画、需給計画の両面に反映する。また、これらの包括的な対策を行

った上で更に余剰電力が発生する場合に備え、余剰電力を一時的に水素等のエネルギーキャ

リアへと転換する技術の構築を進める。 
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蓄電システム、
V2Gの活用

情報・制御信号の流れ

ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ装置
による自律的制御

需要調整の効果を
反映した需給運用

電力の流れ

送電線・配電線の
空容量分布の分析

ｽﾏｰﾄﾒｰﾀの導入

2020年代半ば：系統と需要側との協調システムの運用2020年代半ば：系統と需要側との協調システムの運用現状：2010年～：系統整備、需要側のｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ関連ｲﾝﾌﾗ構築の開始現状：2010年～：系統整備、需要側のｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ関連ｲﾝﾌﾗ構築の開始

2030年頃：蓄電システム活用による系統と需要側との協調ｼｽﾃﾑの実現2030年頃：蓄電システム活用による系統と需要側との協調ｼｽﾃﾑの実現2020年頃：需要側のｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの運用2020年頃：需要側のｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの運用

需要調整の効果を反映
した設備形成計画

当該時点で検討段階・導入初期のもの

需要調整の効果を反映した
設備形成計画・需給運用

当該時点で普及段階にあるもの 下線付き項目：当該時点における新規項目

蓄電システム、
V2Gの活用

ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ装置
による自律的制御

ｱｸｾｽ用送配電線の
計画的整備

全系統電源の活用

発電量予測の精度向上

需要調整制御：
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ

蓄電システムの導入

出力抑制機能付き
再生可能電源の導入
出力抑制機能付き

再生可能電源の導入

需要調整

需要調整を導く
料金制度・設定

ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ装置の普及

ｽﾏｰﾄﾒｰﾀの普及

PHEV・EV充電制御
(G2V)の活用

PHEV・EV充電
(G2V)制御の活用

不要解列・単独運転
防止機能の開発

発電予測に向けた
気象ﾃﾞｰﾀの蓄積

蓄ｴﾈﾙｷﾞｰ・能動化機能付き
需要技術の普及

ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ装置の導入

必要に応じた出力抑制の高度化必要に応じた出力抑制の高度化

必要に応じた出力抑制必要に応じた出力抑制

必要に応じた出力抑制必要に応じた出力抑制

送電ｼｽﾃﾑの増強

需要調整制御：
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ

発電量予測の運用、需給
制御・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの運用開始

余剰電力のｴﾈﾙｷﾞｰ
ｷｬﾘｱ転換

揚水発電等の活用

 

図 3-15 次世代送配電ネットワークの展開イメージ 

 

導入量（目安）
フェーズ 需要 再生可能電力 電力システム等

太陽光 風力（陸上）

現状

2010
年～

系統整備、需
要側のエネ
ルギー・マネ
ジメント関連
インフラ構築
の開始

 スマートメータの導入

 エネルギー・マネジメント装
置の導入

 蓄エネルギー・能動化機能
付き需要技術の普及

 不要解列防止機
能・単独運転防止
機能の開発

 出力抑制機能付き
再生可能エネル
ギー発電の普及

 揚水発電等の活用

 気象データの蓄積、発電予測の
試行

 送電線・配電線の空容量分析

 アクセス用送配電線の計画的
整備

短期

2020
年頃

需要側のエ
ネルギー・マ
ネジメントの
運用

 スマートメータの普及

 エネルギー・マネジメント装
置の普及

 需要調整

 プラグインハイブリッド・電
気自動車充電（G2V：Grid 
to Vehicle）制御の活用

 必要に応じた太陽
光発電、 風力発電
等の出力抑制

 全系統電源の活用

 発電量予測の本格運用、需給
制御・マネジメントの運用開始

 需要調整を導く料金制度・設定

 需要調整効果を反映した需給
運用

 送電システムの増強

中期

2020
年代
半ば

系統と需要側
との協調シス
テムの運用

 エネルギー・マネジメント装
置による自律的制御

 プラグインハイブリッド・電
気自動車充電（G2V）制御
の活用

 蓄電システムの導入

 必要に応じた太陽
光発電、 風力発電
等の出力抑制

 発電量予測の精度向上

 需要調整制御：ダイナミックプラ
イシング

 需要調整効果を反映した設備
計画

長期

2030
年頃

蓄電システム
活用による系
統と需要側と
の協調システ
ムの実現

 エネルギー・マネジメント装
置による自律的制御

 蓄電システム、V2G
（Vehicle to Grid：自動車と
系統との電力融通）の活用

 必要に応じた太陽
光発電、 風力発電
等の出力抑制の高
度化

 需要調整制御：ダイナミックプラ
イシング

 需要調整効果を反映した設備
計画、需給計画

 余剰電力のエネルギーキャリア
転換

導入量（目安）
フェーズ 需要 再生可能電力 電力システム等

太陽光 風力（陸上）

現状

2010
年～

系統整備、需
要側のエネ
ルギー・マネ
ジメント関連
インフラ構築
の開始

 スマートメータの導入

 エネルギー・マネジメント装
置の導入

 蓄エネルギー・能動化機能
付き需要技術の普及

 不要解列防止機
能・単独運転防止
機能の開発

 出力抑制機能付き
再生可能エネル
ギー発電の普及

 揚水発電等の活用

 気象データの蓄積、発電予測の
試行

 送電線・配電線の空容量分析

 アクセス用送配電線の計画的
整備

短期

2020
年頃

需要側のエ
ネルギー・マ
ネジメントの
運用

 スマートメータの普及

 エネルギー・マネジメント装
置の普及

 需要調整

 プラグインハイブリッド・電
気自動車充電（G2V：Grid 
to Vehicle）制御の活用

 必要に応じた太陽
光発電、 風力発電
等の出力抑制

 全系統電源の活用

 発電量予測の本格運用、需給
制御・マネジメントの運用開始

 需要調整を導く料金制度・設定

 需要調整効果を反映した需給
運用

 送電システムの増強

中期

2020
年代
半ば

系統と需要側
との協調シス
テムの運用

 エネルギー・マネジメント装
置による自律的制御

 プラグインハイブリッド・電
気自動車充電（G2V）制御
の活用

 蓄電システムの導入

 必要に応じた太陽
光発電、 風力発電
等の出力抑制

 発電量予測の精度向上

 需要調整制御：ダイナミックプラ
イシング

 需要調整効果を反映した設備
計画

長期

2030
年頃

蓄電システム
活用による系
統と需要側と
の協調システ
ムの実現

 エネルギー・マネジメント装
置による自律的制御

 蓄電システム、V2G
（Vehicle to Grid：自動車と
系統との電力融通）の活用

 必要に応じた太陽
光発電、 風力発電
等の出力抑制の高
度化

 需要調整制御：ダイナミックプラ
イシング

 需要調整効果を反映した設備
計画、需給計画

 余剰電力のエネルギーキャリア
転換

2,700万kW

1,100万kW

250万kW

9,000万kW
～

10,000万kW

3,500万kW
～

5,000万kW

300万kW

■当該時点で普及段階にあるもの □当該時点で検討段階・導入初期のもの

下線付き項目：当該時点における新規項目  

図 3-16 次世代送配電ネットワークの展開要素 
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4.  地域における再生可能エネルギービジネスの普及拡大 

4.1 検討の枠組み 

再生可能エネルギーの更なる普及拡大のためには、再生可能エネルギーの導入をビジネスとし

て促進する必要がある。このため、「地域における再生可能エネルギービジネス検討作業部会」（以

下「本作業部会」という。）を立ち上げ、経営的な観点から再生可能エネルギービジネスの普及拡

大方策に係る検討を行った。 

検討の枠組みとしては、まず、国内の主要なビジネス化事例について事業主体により類型化し

た上で、本作業部会のスコープ（地域におけるビジネスモデルの検討、地域の地勢に応じた再生

可能エネルギー種の評価）を念頭に、インタビュー調査や文献調査等により、事業内容や課題等

を把握し、ビジネス化事例の市場環境等を整理した。 

次に、事例分析の結果を踏まえ、2020 年に向けた再生可能エネルギー導入イメージを念頭に、

我が国において今後普及が見込まれる事業形態を具体化した。 

その上で、特にプロジェクト実施主体の内的要因（ヒト・モノ・カネ及び情報）に関する課題

を整理し、当該ビジネスモデルを普及拡大させるために特に重視すべき課題とその対応策を抽出

し、なかでも国（政府）として整備すべき公的支援策を骨太な施策方針として整理した。この骨

太な施策方針について、中長期ロードマップに反映した。 

 

検討の趣旨、方向性に係る議論
委員等からの問題提起、情報提供

主要課題（事業リスク）の抽出

課題の重点化による
骨太の対応策の取りまとめ

2020年に向けた再生可能エネル
ギー導入イメージ

我が国において今後普及が見込ま
れる事業形態の具体化／種類・事
業形態ごとのボリューム感を明示内的要因

＜地域ビジネス
作業部会＞

外的要因
＜エネルギー
供給WG＞

経済的課題

社会的課題

金融的課題

人的資源の課題

技術（もの）・資源の課題

資金的課題

市場の課題

法的課題

課題の区分

情報的課題

論点整理
関連主体からのヒアリング

（事業主体、金融機関、メーカーなど）

ビジネスモデルの類型化に係る整理
事業内容や課題の把握、市場環境の整理

大手
資本型

電気事業者、商社

地元企業

ＮＰＯ
主導型

電気事業者以外大手企業

ＩＰＰ事業者

ベンチャー企業 等

自治体
主導型

地域
資本型

国
内

自治体

ＮＰＯ／その他

海
外

事業主体類型

 

図 4-1 検討の枠組み 

 

4.2 導入シナリオ実現のための重点課題 

今後の再生可能エネルギービジネスの飛躍的な拡大に向け、再生可能エネルギーの種類別に重

視すべき事業形態を特定した上で、各事業形態における導入シナリオを実現するための“重点課

題”を整理した（図 4-2）。 

なお、重点課題は、人的資源の課題、資金的課題又は情報的課題のように、特定の再生可能エ

ネルギー種における対応策を横展開することが可能なものがある一方で、技術（もの）・資源の課

題のように、各再生可能エネルギー種の固有の事情に依拠するため、エネルギー種毎の対応策を

講ずるべきものもある点に留意する必要がある。 
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太陽光発電 風力発電 中小水力発電 地熱発電 バイオマス発電

今後の普及が見
込まれる

事業形態

大手資本＋自治体連携

地域資本

大手資本＋大手金融

地域資本＋大手＋地域金融

地域資本＋大手＋地域金融＋自治体

地域資本＋大手＋地域金融＋ＮＰＯ

大手電気事業者・公営電気事業者

小水力電気事業者

［地熱］大手資本、地熱資本

［温泉］地域資本、自治体主導

大手資本＋大手金融機関

地域＋大手及び地域金融機関

人的資源の課題

【人材不足】

●［地・自・Ｎ］保守管理等の
担い手が不足、メンテナンス
体制が未確立

【人材不足】

●［地, 自, N］事業主体側、金融機関
側共に人材が不足

【人材不足】

● ［自,地・N］土木・発電技術や規
制対応など水力発電に関する専門
家が不在又は不足

● ［全］特に、事業主体側に運営ノ
ウハウを継承する人材が不足

【人材不足】

●［地・自・Ｎ］リーダー的人材が不足

●［全］掘削技術を有する人材が不足

【人材不足】

● ［地, 自, N］事業主体側には経
営能力のある人材が、金融機関
側には風力発電ビジネスに関す
る知見を有する人材が不足

技術（もの）・資
源の課題

【土地調達が困難】

●［大］土地調達費用／土地
利用の制約

【自然リスク】

●［全］台風や落雷等の被害
、日射量不足

【適切な立地・機器の設定】

● ［全］騒音、バードストライク、風致
景観に対する十分な配慮が必要

● ［地, 自, N］サイトの風況を踏まえた
適切な機器の選定が必要

【住民合意の形成】

● ［大］騒音等の問題を踏まえた上で
の住民合意の形成が必要

【自然リスク】

●風況リスク、台風や落雷等の被害

【発電用水利権の取得】

● ［全］水利権を有していたとして
も、発電用水利権の新規取得が必
要

【技術的配慮】

●［全］河川環境に対する十分な配
慮が必要

【補充井の必要性】

●［全］運転開始後に補充井の採掘が必要

【技術不足】

●［全］熱水資源を著しく減尐させないための
地熱資源の適正な管理手法が不足／減衰解
決技術やスケール対策が未熟／掘削の成功
率のばらつきが大きい／掘削に関する技術
不足

【技術的配慮】

●［全］自然環境に対する十分な配慮が必要

【資源の安定確保】

● ［全］バイオマス資源を安定確
保することが困難

【供給先の確保】

● ［全］電力熱等の供給先（買い
手）を確保すること

資金的課題

【高コスト】

●［全］初期費用が高い／設
備工事費の割合が高い

【資金活用の制約】

●［地］サービス提供型ビジ
ネスでは、補助金制度／金
利補助制度が活用できない

【資金調達の難しさ】

● ［地, 自, N］日本においては、プロジ
ェクトファイナンスが普及しておらず、
信用力が不十分な事業主体にとって
は、資金調達が非常に困難

【費用負担】

● ［全］道路などの周辺環境の整備等
が求められ、費用がかかる

【高コスト】

● ［全］初期費用が比較的大きい

● ［地, 自, N］維持管理に一定の
費用・手間がかかる

【系統連系費用】

● ［全］奥地化が進む程、系統連
系費用が増大

【高コスト】

●［全］調査費及び生産井等への初期投資に
関するコストが高い

【長期間】

●［全］開発のリードタイムが長い

【事業採算性が悪い】

● ［全］特に廃棄物を自家処理す
る場合には、エネルギー事業単
独で評価すると事業採算性が悪
い

情報的課題

【情報不足】

●［地］サービス提供型ビジ
ネスについて情報が不十分

【情報不足】

● ［地, 自, N］事業主体にとって、支援
制度も含めたファイナンス及び技術に
関する情報が不足

● ［全］地域住民と事業主体との間の
情報格差がある

【情報不足】

● ［全］開発可能な河川等に関す
る水況及び水利権等の情報が不足
しており、調査のための費用負担
が発生する。

【情報不足】

●［全］温泉に対する影響等の科学的知見が
不足

【情報格差／共有不足】

●［全］温泉関連事業者への情報提供が不十
分

●［全］事故や災害を防ぐ既存の知識・ノウハ
ウの共有不足

【資源ポテンシャルの把握】

● ［全］事業規模を検討するため
の資源ポテンシャル及び調達費
用に関する情報の不足

 

図 4-2 再生可能エネルギー種別の導入シナリオ実現のための重点課題 

 

4.3 国として整備すべき公的支援策 

また、前項で整理した“重点課題”に対し、特に国として整備すべき公的支援策を骨太な施策

方針として整理すると以下のとおりとなる。 

 

＜人的資源に関する課題と対応策＞ 

○ 再生可能エネルギービジネスに係る人的資源として、技術面、金融面の両方の知見を有する

人材育成を行う。具体的には、人材育成プログラムの創設などを行う。また、こうした人材

を登用しつつ、地方公共団体と連携し、「再生可能エネルギー導入促進協議会」の設置を推進

し、プロジェクト組成に関わるコーディネーターを発掘し、育成する。加えて、そのための

コーチ人材を組織化し運営する。 

 

＜技術（もの）・資源に関する課題と対応策＞ 

○ 公的な稼働率保証制度（適正な機器性能の発揮を前提とし標準風況等での発電電力量を保証

するもの）を創設し、データが蓄積され保証制度の安定的な運用が可能になった場合には段

階的に、民間ベースの保険制度に移行する。 

 

＜資金に関する課題と対応策＞ 

○ 中小企業による再生可能エネルギービジネスへの進出において、国等による公的な債務保証

を付与するなどの信用補完を行う。（従来の再生可能エネルギー導入関連あるいは中小企業支

援関連の債務保証制度を踏まえた改善。） 
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○ リスクマネーを再生可能エネルギービジネスに呼び込むため、調達金利に対する利子補給を

行う。 

○ エコリースを通じて、低炭素機器リースに対するインセンティブを付与する。 

 

＜情報に関する課題と対応策＞ 

○ 再生可能エネルギーに係る開発・事業化可能地域、開発可能量及び事業計画に関する情報を

データベース化し、金融機関などのプロジェクト関係主体、地域レベルの関係主体への情報

提供を行う。また、各地域での人材情報、賦存量データ、事業化の際の支援制度情報、申請

関連情報等をワンストップにて提供する専門窓口を設置する。 

○ 地域間連携による地産都消の需給がマッチングするような支援を行う。 
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5.  その他の重要な検討事項 

エネルギー供給に係るその他の重要な検討事項として、「再生可能エネルギー熱の導入義務化」、

「化石エネルギー利用の低炭素化」、「原子力の利用拡大」の 3 点を取り上げ、各項目について以

下に情報を整理した。 

 

5.1 再生可能エネルギー熱の導入義務化 

5.1.1 再生可能エネルギー熱の導入施策例 

エネルギー・経済統計要覧によると、家庭部門の給湯需要・暖房需要は家庭部門全体のエネル

ギーの 54％、業務部門では同 30％に相当しており、これらが太陽熱や地中熱等でまかなわれるこ

とによる CO2 削減効果は非常に大きい。しかしながら、日本においては太陽熱利用設備の導入量

は減尐の一途にあり、効果的な普及促進策を早期に導入する必要がある。 

再生可能エネルギー熱利用設備の普及促進に当たっては、導入拡大や導入コストの低下に応じ、

適切な時期に、補助制度等による導入支援策から、導入検討及び導入の義務化へと施策をシフト

させることが有効である。代表的な再生可能エネルギー熱の導入政策例を図 5-1 に示す。再生可

能エネルギー熱の導入政策は、導入量及び導入コストの段階に合わせて、「導入支援」から「導入

義務化」のフェーズへと徐々に移行するものと考えられる。 

 

導
入
支
援

補助金・税制優遇

再生可能エネルギー利用設備の導入にあたり、設備費等の補助、税額控除、特別償却等を

行う。

制度例

• 新エネルギー等導入加速化支援対策事業（経済産業省）

 新エネルギー利用等の設備導入事業を行う民間事業者等に対し、対象経費の1/3以内を補助する。

• Market Incentive Programme（ドイツ）

 再生可能エネルギーによる熱供給設備に補助金を支給。

グリーン熱証書

再生可能エネルギーにより生産した熱の環境価値分を証書化し、市場で取引可能にする制

度。

制度例

• 東京都のグリーン熱証書制度

 2010年3月に創設。2010年9月、グリーン熱証書発行設備を日本で初めて認定。

導
入
義
務
化

再生可能エネルギー

熱利用設備の導入検

討義務化

再生可能エネルギー利用設備の導入検討を義務化する制度。

制度例

• 東京都の「建築物環境計画書制度」

 大規模建築物に対し建築物環境計画書の策定を義務化する制度の中で、再生可能エネルギー

利用設備の導入検討を義務化。

再生可能エネルギー

熱利用設備の導入義

務化

新築または改修する建物に対し、熱需要の一定割合を再生可能エネルギー熱でまかなうこと

を義務付ける制度。

制度例（次頁以降に詳述）
• スペインのSolar Obligation（Código Técnico de la Edificación ：CTE）

• ドイツの再生可能エネルギー源法（EEG Wärme）

導
入
支
援

補助金・税制優遇

再生可能エネルギー利用設備の導入にあたり、設備費等の補助、税額控除、特別償却等を

行う。

制度例

• 新エネルギー等導入加速化支援対策事業（経済産業省）

 新エネルギー利用等の設備導入事業を行う民間事業者等に対し、対象経費の1/3以内を補助する。

• Market Incentive Programme（ドイツ）

 再生可能エネルギーによる熱供給設備に補助金を支給。

グリーン熱証書

再生可能エネルギーにより生産した熱の環境価値分を証書化し、市場で取引可能にする制

度。

制度例

• 東京都のグリーン熱証書制度

 2010年3月に創設。2010年9月、グリーン熱証書発行設備を日本で初めて認定。

導
入
義
務
化

再生可能エネルギー

熱利用設備の導入検

討義務化

再生可能エネルギー利用設備の導入検討を義務化する制度。

制度例

• 東京都の「建築物環境計画書制度」

 大規模建築物に対し建築物環境計画書の策定を義務化する制度の中で、再生可能エネルギー

利用設備の導入検討を義務化。

再生可能エネルギー

熱利用設備の導入義

務化

新築または改修する建物に対し、熱需要の一定割合を再生可能エネルギー熱でまかなうこと

を義務付ける制度。

制度例（次頁以降に詳述）
• スペインのSolar Obligation（Código Técnico de la Edificación ：CTE）

• ドイツの再生可能エネルギー源法（EEG Wärme）

導入
コスト

高

低

導入
量

小

大  

図 5-1 再生可能エネルギー熱の導入施策例 

 

再生可能エネルギー熱利用設備の導入量が尐なく、導入コストが高い普及初期段階においては、

経済性を向上させる導入支援策が必要であり、代表的なものとして、補助金や税制優遇が挙げら

れる。また、グリーン熱証書による再生可能エネルギー熱の経済価値化も、重要な導入支援策の

一つに挙げられる。各種支援策により、導入量の増加が図られれば、習熟効果による生産性向上
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に貢献し、導入コストの削減につながることとなる。 

各種支援策により、導入量の増加及び導入コストの削減が一定程度進んだ場合、「導入支援」か

ら「導入義務化」へと徐々に移行することが有効と考えられる。東京都においては、「建築物環境

計画書制度」により、大規模建築物に対し再生可能エネルギー利用設備の導入検討
．．

を義務化して

おり、導入義務化に向けた前段階にあると考えられる。ドイツ、スペイン等においては、新築建

物等に対して再生可能エネルギー熱の一定割合の利用を義務化する制度がすでに導入されている。 

 

5.1.2 再生可能エネルギー熱導入義務化に向けた留意事項 

これらの先進事例等を踏まえ、日本における制度化に当たり、以下にあげる項目について詳細

な検討が必要と考えられる。 

 

 対象とする再生可能エネルギーの種類 

 義務化の対象となる建物、想定する用途 

 検討義務化の対象者（特に家庭の場合） 

 達成基準 

 気候条件等の地域性の考慮 

 免除措置 

 代替エネルギー など 

 

南北に長い国土を持つ日本においては、地域によって気候や日射条件等が大きくことなるため、

スペインの事例に見られるように、気候区分別に達成基準を設定したり、免除措置や代替エネル

ギーを用意するなどの工夫が必要と考えられる。 

また、制度設計に当たっては、需要側のエネルギー利用の特性を踏まえ、再生可能エネルギー

熱で代替可能な用途の特定や、義務化の対象建物について検討が必要と考えられる。例えば、民

生部門における熱需要としては、給湯需要、暖房需要及び厨房需要が存在するが、太陽熱等によ

る未利用熱源利用によって、比較的低温熱である給湯需要及び暖房需要を賄うことは十分可能で

ある。また、業務部門の場合、建物用途によってエネルギーの使われ方にバラツキがあるため、

給湯需要の多い用途を中心に検討を進めることが効果的と考えられる。 

なお、制度設計の際は、熱の融通に関するインフラ整備についても併せて検討を行う必要があ

る。 
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5.2 低炭素社会構築に向けた化石燃料利用の役割 

低炭素社会構築に向けたわが国の化石燃料利用の目的として、「天然ガスシフトによるエネルギ

ー供給の低炭素化」、「電力システムの需給調整機能の確保」及び「世界のエネルギー供給の低炭

素化への貢献」の 3 点が挙げられる。 

 

(1)  天然ガスシフトによるエネルギー供給の低炭素化 

天然ガスは石炭と比較して炭素排出係数が低いことから、中期的には天然ガスの利用拡大によ

るエネルギー供給の低炭素化が期待される。具体的には、高効率天然ガス火力の利用拡大、産業

部門における燃料転換などを進めていくことが重要である。ただし、エネルギーセキュリティの

面からは、供給エネルギー源が偏ることは望ましくないため、天然ガス国際市場の動向等を踏ま

えつつ、適切に利用拡大を図る必要がある。 

なお、米国では非在来型天然ガスの一種である「シェールガス」の開発・利用が進んでおり、

大幅な増産を受けて、短期的には LNG 市場が緩む可能性がある。シェールガスとは、非在来型天

然ガスの一種であり、頁岩（シェール）層に含まれる天然ガスで、北米、中央アジア・中国、中

東・アフリカ等に賦存すると言われている。岩盤が固く、ガスの浸透率が低いため、従来技術で

は商業生産が困難であったが、水平掘削技術、水圧破砕技術の進展に伴い、米国を中心に市場が

急拡大している。 

今後、LNG 国際取引量、国際価格に影響を与えることが予想されるため、生産動向を注視する

必要がある。 

 

 

出典：“World Energy Outlook 2009” (IEA, 2009) 

図 5-2 米国における非在来型ガス生産量の推移 

 

(2)  電力システムの需給調整機能の確保 

今後大きな伸びが期待される太陽光発電と風力発電は天候によって出力が変動する。原子力発

電も低炭素化のため最大出力で一定出力運転をすることが望ましい。このため、電力供給の低炭

素化においては、常時の需給調整のための調整容量が不足する。以上より、一定規模（最大需要

に対し、水力を除く再生可能エネルギーをほぼゼロとしても供給可能な容量）の天然ガス火力や
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石炭火力等の火力発電設備が必要である。 

なお、火力発電の低炭素化には CCS が重要な役割を果たす。2020 年以降の CCS の導入に向け

て、CCS 関連法制度・技術の整備、大規模実証試験の実施、導入インセンティブの整備、CCS Ready

等を推進することが必要と考えられる。 

 

(3)  世界のエネルギー供給の低炭素化への貢献 

日本国内の低炭素化に加え、我が国の持つ最高水準の発電技術等を積極的に海外展開していく

ことにより、世界全体の低炭素化に貢献していくことが重要である。そのためには、継続的な技

術開発や人材育成の観点から、国内でも一定規模の市場は今後も必要と考えられる。 

炭素排出係数が大きく、今後も世界的に需要が伸びると考えられる石炭については、日本の優

れた石炭火力発電技術が大きく活躍できる市場である。「クリーンコール技術開発研究会報告」（平

成 21 年 6 月）によると、我が国の石炭火力発電は、世界でトップレベルの技術及び運用管理によ

り、世界最高水準の発電効率（41.6％）を達成している。将来的には、より効率的な石炭火力発

電技術の技術開発計画が、産学官の協力の下で実施・検討されており、発電効率がさらに向上す

ることが見込まれている。 

 
出典：ECOFYS,“INTERNATIONAL COMPARISON OF FOSSIL POWER EFFICIENCY AND 

CO2 INTENSITY”（2009） 

図 5-3 石炭火力の熱効率の各国比較 
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出典：「クリーンコール技術開発研究会報告」（2009 年 6 月） 

図 5-4 石炭火力発電の効率向上に関するロードマップ 

 

5.3 原子力の利用拡大 

原子力の利用拡大は、エネルギー供給の低炭素化のための重要な方策の一つであり、以下のポ

イントについて検討を進めることが重要である。 

 稼働率向上に向けた取組の推進 

 安全の確保を大前提とした、更なる稼働率向上のために必要な規制見直し等の検討 

 適切な高経年化対策及びより出力の大きな施設への更新 

 

最優先課題としてまず取り組むべきは、稼働率の向上である。現時点で稼働中の商業用原子力

発電所は 54 基（4,885 万 kW）について、その設備利用率は、80％台後半の発電所もある一方、

設備トラブルや自然災害等の影響により、2009 年度の平均は 65.7％にとどまっている。まずは設

備トラブル等の再発防止に向けた取組により社会の信頼を回復することによって、2001 年度まで

の安定した設備利用率に戻すことが求められる。さらに、諸外国の原子力発電の設備利用率は 90%

台であることを踏まえ、米国等で取り入れられている科学的・合理的な運転・保守管理の取組を

参考に、安全の確保を大前提として、既存設備を最大限に活用することによって、電力の低炭素

化に貢献することが必要である。 

なお、稼働率向上や新増設が低調であった場合には、火力発電によるバックアップに依存する

可能性があることに留意が必要である。例えば、2020 年の稼働率が 1990 年以降の平均に相当す

る 75％であった場合、また 2020 年までの新増設が現在建設中の発電所（2 基）のみであった場合

の CO2 排出量に与える影響を評価すると、数千万トンのオーダーで CO2 の排出増に繋がるとい

う試算結果がある（図 5-7）。 
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出典：エネルギー・経済統計要覧及び電気事業における環境行動計画 

図 5-5 我が国の原子力発電の設備利用率 
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出典：日本原子力産業協会 

図 5-6 海外の原子力発電の設備利用率（2008 暦年） 
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出典：第 14 回中長期ロードマップ小委員会資料（CO2 増の想定は▲25％ケースの場合） 

図 5-7  2020 年時点での設備利用率・新設の想定と、 

    稼働率 85％9 基新増設ケースとを比較した CO2 排出量影響分析 
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今後、運転年数の長い電源が増えていくため、適切な高経年化対策を取りつつ、必要に応じ、

より出力の大きな施設に更新していく必要がある。稼働中の 54 基、4,885 万 kW のうち、1,000 万

kW 以上の施設が 70 年代に運転を開始しており、これらの施設は 2020 年までに運転開始後 40 年

を超えることとなる。こうした高経年化した施設を安定的に稼働させるため、一定年数を経た時

点で、安全上重要な機器・構造物についての技術評価を着実に行うとともに、最新の知見を踏ま

えた科学的合理性を持った実効性の高い長期保全対策を推進することが必要である。 

なお、仮に運転年数を 60 年と仮定しても、2030 年以降は廃炉となる施設が顕在化してくる。

原子力発電は新規立地までのリードタイムが長い電源であり、今後、電力の低炭素化に向けた再

生可能電力の普及の実績と見通しを踏まえながら、長期的な視野に立った対応方策についての早

急な検討が必要である。 
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図 5-8 我が国の原子力発電の運転開始年別累積設備容量 
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6.  エネルギー供給ロードマップの精査 

 昨年度及び今年度のエネルギー供給 WG での検討を総括し、エネルギー供給ロードマップの見

直しを行った。 

 

6.1 ロードマップで示した対策・施策の具体的内容 

(1)  再生可能エネルギーの普及基盤を確立するための支援 

・固定価格買取制度等による経済的支援 

再生可能電力については、事業投資を促す水準（具体的には、事業用発電に対しては IRR

（内部収益率）８％の水準）での固定価格買取制度等の経済的支援の制度設計・運用を推進

し、普及を拡大する。 

再生可能エネルギー熱については、熱計量技術の開発を推進し、最適な補助熱源機器の組

合せを消費者が選択可能な仕組みを作るとともに、グリーン証書化による価値の付与等によ

り、自立的普及を促進する。 

再生可能燃料については、バイオ燃料に対する税制優遇などの経済的支援措置を図り普及

を推進する。 

 

・グリーンオブリゲーション 

太陽熱利用や太陽光発電などは、各種の経済的支援等により化石エネルギーに対する競争

力がある程度確保された段階となった場合には、大規模施設における再生可能エネルギーの

導入の義務化（グリーンオブリゲーション）を実現する。 

 

・再生可能エネルギー事業の金融リスク・負担の軽減 

再生可能エネルギーに対する投資環境を整備し、事業者等の投資リスクを軽減するために、

公的な稼働率保証制度による事業者リスク軽減策の整備（公的制度実施により、ノウハウ、

データを蓄積した後に私的保証制度に移行）、国レベルでの公的機関による債務保証及び利子

補給、地域の金融機関等を活用した資金調達の検討とその確立、地域の特性を踏まえたプロ

ジェクトファイナンス評価システムの確立、リース事業の拡大等、導入される再生可能エネ

ルギーの規模等に応じたきめ細かい金融支援や、ビジネスモデル確立による地域振興のため

の仕組みづくりを進める。 

 

・再生可能エネルギー関連情報データベースの整備 

再生可能エネルギーのポテンシャルや導入の適・不適に関する情報（ゾーニング）、再生可

能エネルギー統計等の基礎的なデータベースの整備とワンストップ情報提供窓口の整備、再

生可能エネルギー普及に向けた行動計画の策定と進捗状況点検による見直しを適宜行うこと

により、再生可能エネルギー導入に資する関連情報の整備を図る。 

 

・再生可能エネルギー技術の開発等 
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地熱坑井の傾斜掘削技術・自然環境に配慮した施設設計、風力発電におけるバードストラ

イク防止技術といった自然環境・地域環境・社会等に配慮した技術の開発並びに洋上風力発

電、波力発電、地中熱利用、温泉熱利用等、革新的技術及び未利用エネルギー技術の開発・

実証・実用化を推進し、社会と親和する再生可能エネルギー技術の普及を促進する。また、

既築の住宅や建築物に後付けで容易に太陽光発電や太陽熱温水器が設置可能となるようなア

タッチメントの規格の検討、再生可能エネルギーの設置を前提とした設計、施工のための人

材育成、安定したバイオ燃料供給体制の確立を図る。 

 

 

(2)  再生可能エネルギーの普及段階に応じた社会システムの変革のための施策 

＜社会的受容性・認知度の向上＞ 

・再生可能エネルギー利用への理解の醸成 

再生可能エネルギーの普及啓発活動によって国民の認知度向上を図るとともに、地熱利用

のモニタリングデータの開示やゾーニング情報の公開等、自然環境・地域環境・社会等への

影響に関する情報開示制度の構築などによって、再生可能エネルギー利用への理解を醸成す

る。 

 

・施工業者の質の向上や利用機器の販路拡大支援 

施工事業者の登録や資格制度の導入、維持管理の義務付けにより、再生可能エネルギー設

備等の施工を行う事業者の質の向上を図るとともに、住宅・建築物向けの再生可能エネルギ

ー利用機器の販路拡大の支援を行う。 

 

・再生可能エネルギー導入アドバイザ制度の確立等 

再生可能エネルギー導入アドバイザ制度の確立や費用対効果分析ツールの開発によって、

住宅の新築及び改築時に、再生可能エネルギー機器や省エネ機器の最適な組合せ等の情報提

供を行えるようにする。 

 

＜地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入＞ 

・新規ビジネスモデル実証導入 

大手資本・地域資本・市民出資連携によるハイブリッドモデル等新規ビジネスモデル構築

における実証導入事業を創設する。 

 

・地域の特性に応じたビジネスモデルの検討や専門家の養成 

市民風車、大口需要家の地方誘致といった地域の特性に応じたビジネスモデルの検討や、

地域の再生可能エネルギー導入の専門家の養成を行い、各地域で人・資源・市民資金などを

活用した再生可能エネルギー事業体の設立と運営による地域活性化を図る。 

また、地域の人材、資源、市民出資などを活用した「再生可能エネルギー導入促進協議会」

設置を進める。 
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・公共施設での率先導入 

庁舎、学校施設、文化施設、医療・福祉施設といった公共施設の屋上等への太陽光発電や

太陽熱温水器等を設置・運用する事業の公募を行い、公共施設への再生可能エネルギーの導

入促進を図る。 

 

・再生可能エネルギー導入の地域づくりへの活用の推進 

都道府県・政令指定都市等の地方公共団体においては、再生可能エネルギーを率先的に導

入するとともに、地域の活性化・雇用創出に繋がる創意工夫の溢れる独自の支援策を実施し、

特に市区町村等においては、再生可能エネルギーの導入をまちづくり等に活用する。 

 

＜関連法規の見直し等＞ 

・関連法規の見直し等の社会システム整備 

再生可能エネルギーの社会的受容性・認知度を向上させ、再生可能エネルギーに親和的な

社会システムを構築するため、中小水力発電、地熱、バイオマス、バイオ燃料利用など総合

特区活用によるモデル事業の推進、電気事業法など関連諸法規の制定や見直し、高濃度バイ

オ燃料などの早期規格化の実現、水利権等関連権利との調整といった社会システムの整備を

進める。 

 

・再生可能エネルギー導入のインセンティブを付与する経済的手法の導入 

地球温暖化対策税の導入や、キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度

を通じて、再生可能エネルギーの普及促進を図る。 

 

(3)  次世代のエネルギー供給インフラの整備の推進 

（電力系統） 

・既存電力系統システム上での対策 

揚水発電・地域間連系線等の既存インフラについて運用の見直しを行い、配電トランスの

設置、電圧調整装置の設置といった局所的な対策を実施した上で、送電システムの増強、余

剰電力のエネルギーキャリア転換など、既存電力系統システムを変革する対策の充実を図る。

また、アクセス用送配電線の計画的な整備を進めるとともに、電気料金による間接制御の効

果を反映した系統設備計画及び需給計画が可能となるよう、再生可能電力の普及状況と見通

しについての情報共有を行う。 

 

・次世代の送配電ネットワークの検討 

次世代送配電ネットワークについて、気象情報・再生可能電力出力の多地点計測体制の確

立、気象データの蓄積、再生可能電力出力予測・性能評価の確立、需給制御・マネジメント

の運用など、次世代の送配電ネットワークの基盤を整備する。 
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・スマートグリッドの整備・進化 

不要解列防止機能・単独運転防止機能の開発、出力抑制機能付き再生可能エネルギー発電

の普及、スマートメータや気象情報と連動したエネルギー・マネジメント装置の導入、ヒー

トポンプ、電気自動車等の需要家設備への協調制御機能の導入など、早期の海外展開も視野

に入れてスマートグリッドの整備、普及を推進する。 

 

・再生可能エネルギーの大量導入に向けた制度整備 

再生可能電力の電力系統への優先接続に関する制度整備、更には電力会社にとって電力販

売量と売上や利益をデカップリングさせるようなビジネスモデルの進化、電力料金の柔軟な

変更による電力需要の間接的制御（ダイナミック・プライシング）の導入、配電電圧昇圧の

実施など、再生可能電力の導入拡大に向けた制度の整備を行う。 

 

（電力系統以外） 

・バイオ燃料・ガス・水素等の新たな供給インフラの整備 

バイオ燃料生産・製造のための経済的支援、既存の燃料流通インフラの高濃度バイオ燃料

対応化のための経済的支援、天然ガスパイプラインの整備、都市ガスインフラへのバイオガ

ス注入への対応、熱と電気が有効活用できるスマートエネルギーネットワークの活用のため

の支援、技術開発水準を考慮した水素供給構想の検討など、バイオ燃料、ガス、水素等の新

たな供給インフラの整備を推進する。 

 

（共通） 

・次世代供給インフラ整備のためのインセンティブ付与 

次世代供給インフラの整備に当たり、地球温暖化対策税の導入やキャップ・アンド・トレ

ード方式による国内排出量取引制度によりインセンティブを付与する。 

 

(4)  化石エネルギー利用の低炭素化の実現、安全の確保を大前提とした原子力発電の利

用拡大 

・火力発電低炭素化の技術普及 

石炭ガス化複合発電（IGCC）などの火力発電への高効率発電技術の導入を促進するととも

に、海外展開といった火力発電低炭素化技術の普及促進を図る。 

 

・CCS の導入 

2020 年以降の CCS の導入に向けて、CCS 関連法制度・技術の整備、大規模実証実験の実

施、導入インセンティブの整備、CCS Ready 等を推進する。 

 

・発電の建設・運用における低炭素化 

地球温暖化対策税を導入することによる炭素価格を考慮した電源計画の策定、キャップ・

アンド・トレード方式による国内排出量取引制度を通じた運用、火力発電の設備容量・発電
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量の低減の検討及び実施など、火力発電の適切な運用を図る。 

 

・安全の確保を大前提とした原子力発電の利用拡大 

原子力発電について、運用体制・制度の見直しを行い、安全の確保を大前提に稼働率の向

上、既存施設の高経年化・老朽化への対応を図る。 

 

6.2 エネルギー供給ロードマップ実現の留意点 

エネルギー供給のロードマップ実現に当たって、以下の点に留意しておく必要がある。 

 これまでとは異なるスピードで再生可能エネルギーの導入を進める必要があり、今回想定

した導入量は固定価格買取制度のみで達成されるものではない。 

 固定価格買取制度は、中期的目標に向けた重要な施策の１つであるが、ある程度コスト低

減が達成できた段階で、別の施策に移行していくことを検討しておく必要がある。 

 再生可能電力の導入拡大を支える電力系統整備の負担に関して、他のエネルギーとの競合

にも配慮しつつ、検討を進める必要がある。 

 再生可能エネルギーの導入義務化については、義務対象、時期などの詳細な検討を引き続

き行う必要がある。 

 今後は地域の特性に応じた再生可能エネルギーのプロジェクトが多数実を結ぶ必要がある。

地域で自発的にプロジェクトが動き出すことが望ましいが、そのためには様々な分野の人

材育成など、当面国が支援すべき部分を着実に進める必要がある。 

 本 WG ではもっぱら供給側の視点のみで検討を行ったが、本来はエネルギーの需給全体を

俯瞰しておく必要がある。エネルギーの供給能力に応じて需要側の省エネを促進させるこ

とにより、需要の抑制を最大限図りながら、本当に必要なエネルギーを低炭素化していく

べきである。 

 エネルギー供給の低炭素化に向け、検討の優先順位の高い再生可能エネルギーを中心に議

論したが、CCS の活用を含む化石燃料利用の低炭素化及び原子力の利用拡大も重要な方策

であり、検討を進めた上で適切な政策措置を講じる必要がある。 

 再生可能エネルギーの普及が進まなかった場合並びに原子力発電の稼働率向上及び新増設

が低調であった場合のリスクを踏まえた、エネルギーの安定供給のあり方についても検討

する必要がある。 

 化石燃料は貯蔵や市場調達により供給量を確保・増減させることができるため、特に発電

においてバランスのとれた化石燃料設備の保持が可能であるという観点からの検討も必要

である。 

 現在は実用化段階にない低炭素化エネルギー技術（浮体式洋上風力、海洋エネルギー、高

温岩体発電、研究開発段階にあるクリーンコールテクノロジーなど）についても、長期的

には国内外での低炭素化に資することができるよう、必要な支援措置を講じるべきである。 

 

6.3 本年度の検討結果のまとめ 

本年度は、主に固定価格買取制度の具体的な設計、再生可能エネルギーの導入見込量の精査、
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地域における再生可能エネルギービジネス普及拡大方策、電力系統整備の４点に絞って検討を行

った。 

固定価格買取制度については、買取対象、買取価格、買取期間、自家消費の扱いなどに係る検

討を行った。2020 年の中期目標を達成し、一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの比

率を 10％以上とするためには、導入目標を満たす範囲で 20 年間での IRR8％を確保する価格（太

陽光は投資回収８～10 年（IRR8％程度に相当）となる価格）で買い取ることが重要とした。また、

導入拡大を想定した場合には、発電した電力を有効に活用する観点から、住宅太陽光であっても

全量を買取対象とすべき点を導いた。 

再生可能エネルギーの導入見込量は、固定価格買取制度の導入時期並びに太陽熱利用及びバイ

オ燃料に関する他機関等の検討状況を踏まえ、精査を行った。精査後であっても、2020 年には全

てのケースで、地球温暖化対策基本法案で定められている「再生可能エネルギーの供給量につい

て、2020 年までに一次エネルギー供給量に占める割合を 10％に達するようにする。」という目標

を実現できることを確認した。 

地域における再生可能エネルギービジネス普及拡大方策については、人的資源、技術（もの）・

資源、資金、情報という４つの切り口で、今後の再生可能エネルギービジネスの飛躍的な拡大を

狙った際の重要課題を整理した。 

さらに、国として整備すべき公的支援策を骨太な施策方針をとりまとめた。例えば、「人的資源」

では人材育成プログラムの創設など、「技術（もの）・資源」では公的な稼働率保証制度など、「資

金」では低炭素機器リースに対するインセンティブ付与など、「情報」では開発・事業化可能地域

等のデータベース化やワンストップ窓口の整備による情報提供などが必要とした。 

電力系統整備は、想定した導入見込量の推移を踏まえ、次世代送配電ネットワークの整備につ

いて、４つの時間断面を設けて必要な対策を整理した。アクセス用送配電線の計画的整備やスマ

ートメータをはじめとする需要側のエネルギー・マネジメント関連インフラの構築は現時点から

取り組むべきとした。2020 年頃には需要側のエネルギー・マネジメントが運用段階にあり、2020

年代半ばには系統と需要側との協調システムの運用が始まり、2030 年頃には蓄電システム活用に

よる系統と需要側との協調システムが実現されていることが必要と整理した。 

上記の検討結果を反映しつつロードマップの見直しを行った。 

以上 

 


